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第1章 
近代とはどのような
時代か 
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1-1 日本の近代はいつからはじまるのか 

• 高校日本史の教科書 
近代編のはじまりは「開国」（多数説） 

• 「開国」＝ペリーの来航（1853年）、欧米諸
国との通商条約調印（1854年、1858年） 

• まだ江戸時代なのに、なぜ近代なのか？ 

• 日本史教科書の多数説＝「明治維新画期説」 

• 近代のはじまりは、じつは明治維新（1868
年）から 

• 明治維新のはじまりが「開国」、だから「開
国」から近代編をはじめる（＝明治維新の
「開国」起源説） 

• これとは異なる「開国」画期説も存在する 
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1-2 日本近代のはじまりについてのふ
たつの考え方 

明治維新画期説（多数説） 
• 明治維新から近代がはじまる。 

• 明治維新の「開国」起源説 （学界多数説） 

→中高の日本史教科書は近代編を「開国」
からはじめる。 

Cf.明治維新の天保期起源説（1950‐60年代
の旧説） 

「開国」画期説（少数説） 

• 「開国」からただちに近代がはじまる。 

• 近代に入ったから明治維新がおこった。 
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1-3 近代観のちがい 
明治維新画期説←「近代化論」パラダイム 

 明治維新を起点に日本の〈内部〉の〈近代化〉がはじ
まったので、日本の「近代」は明治維新からはじまる 

 近代観⇒「近代とは〈近代化〉がはじまり、すすむ時
代」 

「開国」画期説←「世界システム論」パラダイム 

 「開国」によって日本とその〈外部〉＝〈世界〉との関
係が大きく変化し、日本は「近代世界システム」に包摂
されたので、そこから「近代」がはじまる 

 近代観⇒「近代とは近代世界システムに包摂されるこ
と」 

Cf.「近代化論」パラダイムに依拠した「開国」画期説も
可能 

 ←日本の〈近代化〉は「開国」からはじまる。 
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1-4 「近代化論」パラダイム 

 「近代化論」パラダイム 
「近代とは社会が〈近代化〉する時代」 

 〈近代化〉 とは、社会内部の一定方向への不可逆変化 

伝統的な社会（農耕社会）→近代的な社会（産業
社会） 

 近代的社会の諸側面 

 経済面：工業化・資本主義化・成長経済・人口増大 

 政治面：国民国家と自由・民主主義の政治体制 

 生活・文化面：近代家族を基盤とする市民社会・衣食住
の近代化（西洋化）・大衆消費社会と平準化・情報通信
革命・マスメディアの発達 

 国際面：近代的国際社会（独立主権国家によって構成さ
れる国家体系）の一員となる 
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1-4 「近代化論」パラダイム 
 「近代化論」パラダイムに立てば 
◦ ヨーロッパの「近代」は産業革命（産業化・工業化）と

フランス革命（国民国家化と自由＝民主主義体制の成
立）からはじまる（１８世紀末から１９世紀初）。 

◦ 同様に、日本の「近代」は明治維新からはじまる。 

 「近代化論」パラダイムに付随する視線 
〈近代化〉の達成度の遅速により社会を序列化 

ex.福沢諭吉『文明論之概略』（1875）の３分法 

• 「文明、半開、野蛮（未開）」＝欧米、中国・インド・日
本、アフリカ・オーストラリア 

• 〈近代化〉の度合いを測定すべき対象となる「社
会」とは、事実上は一つの「国家」（イギリス、フ
ランス、ドイツ、日本、中国etc）と重なる。 

 ⇒一国の社会の内部構造の変化に着目する考え方で
あり、一国単位で「近代」を考える立場 10 



「近代化論」についての注記 

• この講義では「近代化論」を、 「〈近代化〉とは何か、

それはどのようにしておこなわれたのか」という問いを
たて、 「社会の〈近代化〉過程を分析し、説明しようと

する社会発展に関する理論」であり、「〈近代化〉とい
う社会発展を可能にした要因をその社会の内部に求めよ
うとする理論」という意味で使っている。 

• 狭い意味での「近代化論」は（とくに日本においては）、
欧米などの先進国にくらべて、経済発展が遅れている後
進国をいかにすれば発展させる（〈近代化〉させる）こ
とができるかという現実的な問題関心（冷戦期のアメリ
カの世界戦略と関係する）から、〈近代化〉とは何か、
それはどのようにすれば実現するかを論じたアメリカの
経済学者たちの社会発展段階論をさす。その代表的例は
W.W.Rostowの経済成長理論 
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http://www.anb.org/articles/14/14-01158.html?from=../07/07-00152.html&from_nm=Kennedy, John Fitzgerald
http://en.wikipedia.org/wiki/Rostow's_stages_of_growth


1-5 「世界システム論」パラダイム 
 「世界システム論」パラダイム 

• 近代とは「近代世界システム」が拡大し、地球＝世界全

体をおおうにいたる時代 

• （ある社会に注目すれば）その社会が「近代世界システ

ム」に包摂される時代 

 「近代世界システム」とは「世界的・広域的な広がりをも

つ資本主義的市場経済システム（とその上に成り立ってい

る主権国家体系）」 

 日本は、「開国」によって「近代世界システム」に包摂さ

れたので、「開国」から「近代」がはじまる 

 個々の社会の内部変化ではなく、それぞれの社会とその外

部との関係の変化に着目 

  社会が内部的に〈近代化〉されていなくとも、「近代」に入

ることはありうる。〈近代化〉≠「近代」化 
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「世界システム論」への注記 

• 「世界システム論」とは、もともとはアメリカの社会学者の
I.Wallersteinが提唱した、資本主義の発展および近代世界の形成に
関する歴史理論である。Wallersteinは、資本主義のシステムを
「ある社会における市場の存在を前提とした資本と賃労働による
商品生産システム」としてのみとらえるのではなくて、「世界的
＝広域的に広がった交易・分業のネットワークで、周辺から中心
に経済的に富が集積される世界経済システム」としてとらえた。
１６世紀以降の欧米における資本主義の発展はこの「近代世界シ
ステム」の形成と拡大発展の歴史であり、それが地球をおおうこ
とによって、単一の世界経済が形成される歴史であると論じた。
「近代」をいう時代を「近代世界システム」（ The Modern World-
System, ）の形成と拡大発展の歴史としてとらえていると評価で
きる。 

• この授業では、Wallersteinの「世界システム論」を個々の社会の
内部変化ではなくて、それらの社会を内部に含んだ全体としての
システム（「世界システム」）に着目して近代をとらえる歴史理
論の代表的なものとみなし、このような立場を「世界システム
論」パラダイムと名付けた。 
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http://www.iwallerstein.com/


世界システム論と世界構造転換論 

 「世界システム論」パラダイムは、「近代」という

時代をとらえるにあたって、個々の社会の内部変化

ではなくて、それらを含んだ全体＝〈世界〉の構造

変化に着目 

 「世界システム論」パラダイムの近代観の系 

⇒「近代」とは〈世界〉の構造が転換し、〈単一世界

構造〉が形成されていく時代 

 多世界構造→単一世界構造 

 この構造転換をもたらしたのが「近代世界システ

ム」の拡大の力 
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多世界構造と単一世界構造 
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多世界構造（前近代） 
地球の上に複数の〈世界〉 

単一世界構造（近代以降） 
地球の上に〈世界〉はひと
つ 

地球 
世
界 

世
界 

世
界 

 
 

世
界 

地球＝世界 

社
会 

社
会 

このような理解が妥当性をもつことを
どのようにして証明すればいいのか 



1-6  現代世界の世界構造 

• 現代世界の世界構造は「単一世界」構造 

• 「世界はひとつであり、それは地球全体をおおうも
のである」 

• 世界地図はこのような「世界観」の表現 

• 現在の世界地図 Google Earth 

• しかし、昔から「地球はひとつ」だが、「世界はひと
つ」ではなかった。 

• 「単一世界」を示す世界図は１６世紀に出現 

オルテリウスの世界地図（1570）最初の近代的な世
界地図 

それ以前の「世界図」はどうだったのか？ 
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http://www.stat.go.jp/data/sekai/h4.htm
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:OrteliusWorldMap1570.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:OrteliusWorldMap1570.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:OrteliusWorldMap1570.jpg
https://www.carto.com/Maps/Images/7477.jpg


1-７ 前近代の世界図にあらわ
れた世界観 
古代の世界図 

◦古代バビロニアの世界図 

◦古代ギリシア・ローマの世界図 

◦ヘロドトスの世界 

◦復活したプトレマイオスの世界図（1482） 

中世ヨーロッパ（キリスト教）の世界図 
◦ TO図 
◦ Mappa Mundi of Ebstorf(1234) 
◦その部分拡大図（エデンの園） 
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http://www.henry-davis.com/MAPS/Ancient Web Pages/103.html
http://www.henry-davis.com/MAPS/Ancient Web Pages/106D.html
http://www.henry-davis.com/MAPS/AncientWebPages/109.html
http://www.henry-davis.com/MAPS/Ancient Web Pages/119I.html
http://www.henry-davis.com/MAPS/Ancient Web Pages/119I.html
http://www.henry-davis.com/MAPS/Ancient Web Pages/119I.html
http://www.henry-davis.com/MAPS/Ancient Web Pages/119I.html
http://gate.henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/205E.html
http://gate.henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/205E.html
http://gate.henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/224c.html
http://gate.henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/224c.html
http://gate.henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/224c.html
http://gate.henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/224A.html
http://gate.henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/224A.html
http://gate.henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/207B.html


1-７ 前近代の世界図にあらわ
れた世界観 
• 中世西アジア（イスラム教圏）の世界図 

• al-Istakhri's world map（1193、1570） 

• その説明図（上下逆） 

• al-Idrisi's world map,（1154、1456） 

• （プトレマイオスの地図と共通） 

• インド世界（仏教圏）の世界図 

• 仏教系世界図とその説明（国立歴史民族博物館） 

• 日本の世界観：三国世界（本朝、震旦、天竺）ex.今昔物語 
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http://gate.henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/211C.html
http://gate.henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/211C.html
http://gate.henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/211C.html
http://gate.henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/211C.html
http://gate.henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/211C.html
http://gate.henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/211C.html
http://gate.henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/211C.html
http://gate.henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/211C.html
http://gate.henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/211C.html
http://gate.henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/211C.html
http://gate.henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/211B.html
http://gate.henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/211B.html
http://gate.henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/219.html
http://gate.henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/219.html
http://gate.henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/219.html
http://gate.henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/219.html
http://gate.henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/219.html
http://gate.henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/219.html
http://gate.henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/219.html
http://gate.henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/219.html
http://gate.henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/219.html
http://gate.henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/219.html
http://gate.henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/211C.html
http://www.rekihaku.ac.jp/publication/rekihaku/116witness.html
http://ddb.libnet.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/muroga/nansen.html
http://ddb.libnet.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/muroga/nansen.html
http://ddb.libnet.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/muroga/nansen.html
http://ddb.libnet.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/muroga/nansen.html


1-７ 前近代の世界図にあらわ
れた世界観 
• 中華世界の世界図 

• 華夷図（１２世紀）（現在の中国の一部） 
• その反転版 

• 「混一疆理歴代国都之図」（龍谷大学所蔵）（15世紀） 

• アフロ・ユーラシアサイズの世界図の登場（杉山正明） 

• →プトレマイオス図（ヘレニズム・中世ヨーロッパ・イス
ラム）＋天竺図＋中華図＋中央アジア 

• カタロニア図（もうひとつのユーラシアサイズの世界
図） 

• モンゴル時代における世界の拡大と東西における世界観
の共有→世界史のはじまり 

• モンゴル時代にはユーラシアレベルでの「世界の一体
化」が実現 

• →多世界論に修正をせまる議論（追って検討） 
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http://www.eurasia.city.yokohama.jp/collection/sheet.php?eid=00006&cat=1
http://atlas.cdx.jp/history/ancient.htm
http://opac.lib.ryukoku.ac.jp/HTML/K23.html
http://www.henry-davis.com/MAPS/LMwebpages/LML.html


世界図の変化から世界構造の
転換を推測する 
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１６世紀以前の世界図は地域により多
種多様・地球全体を蔽うものではない 

多世界構造（前近代） 
地球の上に複数の〈世界〉 

現在の世界図 

地球の上に〈世界〉はひと
つ→単一世界構造 

地球 
世
界 

世
界 

世
界 

 
 

世
界 

地球＝世界 

社
会 

社
会 

「多世界の併存」→「単一世
界」＝世界構造の転換 



1-8 世界構造転換の時代としての近代 

• 世界構造の転換は１６世紀以降にはじまり、
１９世紀後半にひとまず終わる（この点に
ついては要検討） 

• 近代＝世界構造の転換の時代 

• 近代＝「単一世界」形成の時代 

• 世界史的な意味での近代は１６世紀にはじ
まる 

• 形成される「単一世界」＝「近代世界」 

• 「近代世界」は現代世界の直接の起源 
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1-9 多世界論の系譜（高山
岩男） 
• 高山岩男『世界史の哲学』（1942） 

• ヨーロッパ以外の地域にも多くの歴史的世界が存し、
この世界はそれぞれ固有の古代・中世・近世を有する
世界をもっているのである。（略）我々は地球上の人
類世界の中に、多くの世界史を認め、多くの歴史的世
界を認めなければならぬ。一応歴史的世界の多元性の
立場に立脚することが、真実の世界史を考察するため
には不可欠の条件である。 

• このような多数の世界史が漸次統一性を有し来り、嘗
ての如く独立的な封鎖性を保ち得ずして、大きな世界
の中に連関するに至り、多数の世界史が切離し得ない
関係を有して、一つの世界史に収斂せられ来ったのは、
正に近代の驚くべき世界史的事件に外ならないのであ
る。（pp.17-18） 
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1-９ 多世界論の系譜（上原
専禄） 
上原専禄「世界史像の新形成」（1955） 

 ヨーロッパ的秩序としての一体化された世界が出現するま
でに、少なくとも東アジア世界、インド世界、イスラム世
界、ヨーロッパ世界の四つの世界が、それぞれ固有の文化
と生活様式を作りだし、それぞれ独自の歴史を展開させて
いった。 

 それらのあいだに存した交渉や交流は決して軽視さるべき
ではない。それにもかかわらず、それらの世界は、結局、
別個の世界であった（略） 

 地理上の発見によって準備され、資本主義の発展によって
動機づけられたところの、ヨーロッパによる諸世界の統括
と支配というかたちの下に一体化された世界の形成という
事態は、人類の歴史における真に新しい、そして根本的に
重大な事件と判断されなければなるまい。人類は、このと
きから、一体化の密度を高めてゆく『世界史』において生
きはじめたのである。 
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1-１０ 「近代世界システ
ム」と世界構造の転換 

高山・上原では、世界構造の転換をもた
らしたのは、「ヨーロッパの拡大・膨脹
の運動」であったとされる。 
上原：「ヨーロッパによる諸世界の統括と
支配というかたちの下に一体化された世
界の形成」 
 

「世界システム論」パラダイムでは、世
界構造の転換をもたらしたのは、「近代
世界システム」の拡大と結合の力（→図
式） 
世界構造の転換のプロセス＝「近代世界
システム」の生成・拡大のプロセス 25 



近代世界システムの拡大と世界
の構造転換 

26 

「近代世界システム世界」の拡大による、単一世界の形成 

地球 
世
界 

世
界 

 
 

世
界 

地球 世界 世
界 

世
界 

 
 

世
界 

近代世界システム 近代世界システム 

注意：この図式は理解を促進するために、現実の 

抽象化としては単純化しすぎている。 



1-11 「近代世界システム」
の誕生 
• コロンブスの新大陸航路（１４９２年）、バ
スコ＝ダ＝ガマの喜望峰経由インド航路の発
見（１４９８年） 

• 地球全体を海路でつなぐネットワークの出現
（マゼランの地球一周航海1522年） 

• 地球全体がひとつの「世界」となる端緒 

• 西は南北アメリカから東は中国・日本を結ぶ
地球規模の「世界商業圏・交易圏」の出現 

• 新大陸アメリカとヨーロッパ（環大西洋三角
結合）が最初の「近代世界システム」のエリ
ア 
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1-12 「近代世界システム」の周辺と
中心 
• １６ー１７世紀の「近代世界システム」（環大
西洋三角結合：ヨーロッパ・南北アメリカ・ア
フリカ西部） 

• 「近代世界システム」の中心（西ヨーロッパ）
と周辺（新大陸） 

• 周辺から中心へ「富」の流出 
• 「近代世界システム」の中心→「近代化」（近
代化論パラダイムの「近代化」） 

• 「近代世界システム」の周辺→「従属化」（マ
イナスの「近代化」） 
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1-1３ 「近代世界システム」の内部と
外部 

• １６世紀以降に地球規模の「世界商業圏・交易圏」の出現 

• 地球規模の「世界商業圏・交易圏」≠「近代世界システム」
（ 「世界商業圏・交易圏」⊃「近代世界システム」 ） 

• １６世紀においてインド、東アジア、オスマ
ン・トルコ、ロシアは「近代世界システム」の
外部（I. Wallerstein） 

• 「近代世界システム」の「内部」は「近代」、
外部は「近代」ではない。→図 （「世界シス
テム論パラダイム」の近代観） 

• 「近代世界システム」の膨張により、徐々に外
部が内部化されていく。 

• 外部の地域：「近代世界システム」への「包
摂」→「近代に入る」 
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「世界システム論」パラダイ
ムの近代観 

• 新大陸は「近代」に入るのが早かった。 

• 「近代」に入るのが早かったために「近代化」が
進まなかった。 
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1-1４ 近代世界システムと
アジア 
アジア（イスラム圏、インド、内陸アジア、東アジア）
の「近代世界システム」への「包摂」は遅れる 

１６～１８世紀のアジアはヨーロッパよりも優位 
 世界製造物生産（1750年）：中国３３％、インド・パキス
タン２５％、ヨーロッパ２３％（イギリス２％、フランス
４％） 

手工業製品（綿織物、絹、茶、陶磁器）の輸出地域 

「近代世界システム」と接合するが、その「従属化」は
生じない。外部にとどまる。 

アジアの「包摂」は１９世紀以降 

→アジアの「近代」は１９世紀になってから 

→日本の場合：「包摂」＝「開国」→「開国」から「近
代」 
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1-1５ 世界システム論と多世界論への
批判 

１．多世界論と世界システム論を接合させたことから
生じる問題点 
 「１６世紀に世界＝地球大となり「単一世界」形成の
時代（＝近代）がはじまる」というとらえ方 

 「近代世界システムへの包摂＝近代」というとらえ方 
との間の不整合 

※ 「近代」は１６世紀にはじまる（世界構造転換
論） 

※ しかし、「近代世界システム」の外部の地域で
は、「近代」は１６世紀からはじまらない（近
代世界システムによる包摂論）。 

→１６世紀から１８世紀のアジアは「近世」か「近
代」か（東アジアの「近世」問題） 
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1-1５ 世界システム論と多世界論への
批判 

２．世界システム論および多世界論への批判 

フランクの単一世界経済論（「近代世界シ
ステム」否定論） 
山下範久の「近世帝国論」による補強 

杉山正明の世界構造転換の２段階論（多世
界論の修正） 

羽田正の「イスラム世界否定」論（多世界
論否定論） 
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1-1６ １６～１９世紀のアジアは「近
代」か「近世」か 

16世紀にヨーロッパとの接触を開始してから
19世紀に「近代世界システム」へと包摂され
るまでの間のアジアはそれ以前とも、それ以
降とも異なる独自の時代 
この時代を何と呼べばいいのか。 
 →東アジア史の「近世」問題 

 

すでにｇｌｏｂａｌな世界市場は成立し、東
アジアもその一部を構成している。にもかか
わらず、東アジア世界を「近代世界システ
ム」の外部とみてよいのか。 

 →「近世」か「近代」か 
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「近世」とみなす学説（「近
代」とはみなさない説） 
• 日本史では伝統的に「近世」と呼んできた（この「近
世」は前近代）（ただし、理由づけは別：「武家政権に
よる全国統一と幕藩制国家の成立＝中世的分裂状態の終
焉」が指標） 

• 古代（～平安中期）、中世（～戦国）、近世（安土桃山、
江戸）、近代（明治～昭和戦前）、現代（戦後） 

• 他のアジア史でも「近世」概念は有効か？ 
• 中国史の時期区分論をめぐる論争 

 中国史に「近世」をみとめる立場とみとめない立場 

• 京大東洋史学の伝統（「近世」をみとめる立場） 

 内藤湖南の唐宋変革論、宮崎市定の「東洋的近世」説 

 古代（秦漢以前）、中世（三国・南北朝、隋唐）、近世
（宋～明清）、近代（アヘン戦争以後）、現代（中華人
民共和国成立後） 
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最近の傾向（東アジア史の
「近世」） 
• 二つの『岩波講座世界歴史』 

• 旧講座（1960年代末～70年代初）と新講座（1990年代） 

• 旧講座では古代・中世・近代・現代の時代区分を採用。10世紀の
宋代から18世紀末の清代中期までを「中世」の部に配当。 

• 新講座では時代区分そのものを放逐。 
第3巻：中華の形成と東方世界（漢帝国滅亡まで） 
第9巻：中華の分裂から再生 3世紀～13世紀 
第11巻：中央ユーラシアの統合9世紀～16世紀 
第13巻：東アジア・東南アジアの伝統社会の形成16世紀～18世紀 

• しかし、これは実質的に「近世」を認めていることを意味する。 
• 岸本美緒『東アジアの「近世」』、1998 

• １５・１６世紀から１８・１９世紀＝「東アジア・東南アジアの近
世」 

• 湖南・宮崎とは異なる「近世」論 

• 「近世」≠「近代」 36 



宮嶋博史の「初期近代」論（「近代」と
みなす学説） 

• 宮嶋博史の「初期近代」論（「東アジアにおける近代化、植
民地化をどう捉えるか」『植民地近代の視座』2004年） 

• 16世紀から19世紀前半をそれ以前ともそれ以降とも異なる時
代とみなすが、それを「近世」ではなく「初期近代」：early 
modern 

 「後期近代」：late modern 

Cf.ヨーロッパ史の伝統的時代区分 
• 古代（ancient） 

• 中世（medieval） 

• 近代（modern） 

• 初期近代early modernは15、16世紀から18世紀(ルネッサン
スから絶対王政の時代) 

• modernは産業革命・フランス革命以降。 

• 中世と近代の過渡期＝early modern 
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宮嶋博史の「初期近代」論 

• 宮嶋説では東アジアの近代は16世紀から始
まる。 
「世界経済の形成を推進させたもっとも基本的な原動力は、
東アジア、とりわけ中国大陸の圧倒的な富であった。この富
を求めて、世界経済は起動し始めたのである。したがって以
下では、中国を中心に据えた世界史のはじまりについて述べ
るとともに、一六世紀以降の世界史の大まかな動きのなかで、
東アジアの近代について概観してみることにする。」 
 

• １６世紀に地球規模の世界交通と世界市場
が出現したことによって中国を中心とする
世界経済が成立するが、この中国中心の世
界経済の成立をもって「近代」の起点とす
る。 
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宮嶋博史の「初期近代」論 

16世紀に世界史がはじまる→16世紀が近代のはじ
まり（アジアでもヨーロッパでもアメリカでも同時
に近代）→「世界システムによる「包摂」＝近代」
論の否定 
 16世紀から19世紀：初期近代（東アジア＞ヨー
ロッパ） 

 19世紀から20世紀：後期近代（ヨーロッパ＞東
アジア） 

（多世界・世界構造転換論は必ずしも否定され
ていない） 

「初期近代」か「近世」か？ →「世界システムに
よる「包摂」＝近代」論か、否か 

「初期近代」論はA. G. Frank ReORIENT(1998,2000)に依
拠 
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補足：宮嶋の「儒教的近代」論 

• 宮嶋は2010年に岸本の「東アジアの「近世」」を批判するととも
に、自己の「初期近代論」を自己批判して、新たに「儒教的近
代」論を提唱（「儒教的近代としての東アジア「近世」」『岩波
講座東アジア近現代通史１』）。 

• 中国では明代（１４世紀）から「近代」に入ったとする。この中
国の「近代」は西欧の「近代」とは様相が異なるが、対等な「近
代」であるとし、これを「儒教的近代」とよぶべきだとする。 

• つまり、それまで「伝統的社会」として前近代に区分されてきた
明清時代の中国を西欧とは異なる意味での「近代社会」とみなす
べきであると主張。 

• 「儒教的近代」の指標：朱子学 
• 宮嶋の「近代観」の特徴 

• 社会の内部構造に注目して近代か否かを判定する点で「近代化論」パ
ラダイムと同じ→「世界システム論」パラダイムを放棄 

• 「近代化論」パラダイムとは異なる指標で「近代社会」を判定→複数
の「近代」（「西欧近代」と「儒教的近代」） 

• 「近代化」の指標の変更（複数の「近代化」）か？ 単一「近代化」
指標による明清期中国社会の解釈の変更か？ 40 



Frankの「近世世界システム」論 

•１４００～１８００年にはすでに単一の
世界システム（世界経済）がただひとつ
地球上に形成され、存在していた。
（「近世のglobalな世界経済」システ
ム） 

•この世界システム（世界経済）の中心は
中国であった。 
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Frankの「近世世界システム」論 

•ヨーロッパはこの世界システムの周縁
にすぎなかった。ただ、ラテン・アメ
リカの貴金属を自由にすることによっ
てのみ、この世界システムに恒常的に
参入できたにすぎない。ヨーロッパは
あらゆる点でアジアに対し遅れていた。 

•この世界システムにおける中心（ヘゲ
モニー）の移動（中国・インドから
ヨーロッパへ）がおこるのは、19世紀
になってから。 
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Frankの「近代世界システム論」
（Wallerstein）批判 
ヨーロッパを中心とする「近代世界シス
テム」なるものは、歴史的には存在しな
かった。 

アジアは最初から世界システム内部の存
在であり、「近代世界システム」の外部
にあったのではない。 

「近代世界システム」が拡大発展して、
その外部にあったアジアを、その内部に
「包摂」したというのはあやまりである。 
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Frankの「近代世界システム論」
（Wallerstein）批判 
ヨーロッパを中心とする「近代世界シス
テム」（資本主義世界経済）が拡大発展
して、他の世界を「包摂」し、global化し
たとするWallersteinの世界史理論は、ヨー
ロッパ中心主義な社会理論であり、
「ヨーロッパの例外性」を含意する点で、
先行するMarx、Weber等と同じ誤りを犯
している。 

※「包摂」論の否定にして、かつ「多世
界・世界構造転換論」の否定 44 



山下範久の「近世帝国」論 

•山下『世界システム論で読む日本』
2003年 

• Frank等のWallerstein批判を繰り込ん

で「世界システム論」の修正（「新
世界システム論」の構築）をめざす。 

•その時のキー概念が「近世帝国」 
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山下範久の「近世帝国」論 

Wallersteinの「包摂」論の根本的な盲点 

• 包摂する側の近代世界システムと包摂される側の外部の
諸社会とのあいだに、固定的な非対称的関係を前提とし
てしまっている。 

• そのため、「能動的な歴史の主体としてのヨーロッパ、
そのような主体によって客体化される受動的な存在とし
ての非ヨーロッパというオリエンタリズム的視線に立つ
ヨーロッパ中心主義史観」という批判をうけざるをえな
い。 

• →この批判がもっとも厳しい批判：この批判をいかにし
て回避するかが、山下の課題 
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山下範久の「近世帝国」論 

 ヨーロッパと非ヨーロッパの固定的な非対称的関係
が生まれる根源は、「近代世界システム」＝世界経
済（市場経済・近代）、非ヨーロッパ＝「世界帝
国」（貢納再分配経済・前近代）という二項対立に
ある。この二項対立を脱構築すべき。 

脱構築の方法→「近世帝国」論 

「近代世界システム」は１６世紀から存在していたのではない。
この時期ヨーロッパにも「世界帝国」が存在していた。 
 絶対王政はすべて「世界帝国」をめざす存在（不十分な世界帝国） 

１６世紀から１８世紀にかけて、地球上には５つの「世界帝国」
が存在していた。この時期の世界秩序は「５つの「近世帝国」の
併存」という形態（←世界史上の「近世」） 
 ヨーロッパ・環太西洋（スペイン・ハプスブルグ帝国etc）、ロシア帝

国、オスマントルコ帝国、ムガール帝国、明・清帝国 

ヨーロッパが他の地域と比べて、最初から特別の存在であったわ
けではない。 
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山下範久の「近世帝国」論 

• 近世の「近世帝国」世界秩序は、１８００年前後に解体をは
じめる。ただし、その「解体」はヨーロッパの世界経済（＝
近代世界システム）による「包摂」によって生じたのではな
くて、多元的な近世国家間の相互変化の結果である（→ある
種の「自己解体」）。 

• その「解体」の過程の結果、１９世紀後半には「近代世界シ
ステム」（市場経済と国民国家からなる資本主義システム）
がグローバルな世界秩序として世界をおおう。 

• この過程は連続的でなく、不連続な過程であり、その間に
「グローバリティの句切れ（カエスラ）」ともいうべき、非
決定的状況が介在していた。 
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山下範久の「近世帝国」論 

• この「非決定的状況」に投げ出された点では、ヨーロッパも
非ヨーロッパも同じ状況であり、「すべての地域が「ゼロ」
から「近代」へとスタートした」 

• ただ、この非決定的状況における諸条件のわずかなちがいや
主体の選択のちがいが累積して、そのあとの近代世界システ
ム内部でのポジションのちがい（中心・周辺）を生むことに
なった。 

• →ヨーロッパの支配は歴史的必然でもなんでもない。 

• →最初からあった「近代世界システム」が他を「包摂」して
グローバル化したのではない。 
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山下範久の「近世帝国」論 
Wallersteinへの批判（ヨーロッパ中心主義批判）を回避するための、
真摯であるがたぶんにアクロバティックで難解な議論。 

「近代世界システム」と「世界帝国」というWallersteinの概念を継承
しているが、「包摂論」そのものは否定している。 

「近代世界システム」がグローバル化する過程（＝「世界帝国システ
ム」が「資本主義世界経済システム」にとってかわられる過程）を実
質的に「説明不能」（ 「グローバリティの句切れ（カエスラ）」 ）
としている。（それを説明することは、ヨーロッパ中心主義との批判
をまねきかねない） 

しかし、現実に「近世世界帝国」は西洋列強（英仏独ロ米）が優位に
立つ国際政治経済システム（「近代世界システム」）にとってかわれ
られた歴史事実を否定することはできない。 

時代区分に関して言えば、「近代」は「近世世界帝国」が解体する１
９世紀以降、１６世紀から１８世紀は「近世」というのが山下説。 

そのうえで、「近世」と「近代」に大きな断絶（不連続）があるとす
る。 

「世界史形成の能動的主体としてのヨーロッパ」という概念を放逐す
ることによって、かえって歴史過程の説明をわかりにくくしてしまっ
ている。 

「近代世界システム論」は、はたしてほんとうにヨーロッパ中心主義
なのか？ 
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世界システム論への批判のま
なざし 
「世界システム論」は１９７０年代に登場したが、１９８０年代
頃から、西洋中心主義的であるとの批判をうけ、１９９０年代に
はさらに強まった。 

 Frank：ヨーロッパを中心とする「近代世界システム」
（資本主義世界経済）が拡大発展して、他の世界を「包
摂」し、global化したとするWallersteinの世界史理論は、
ヨーロッパ中心主義な社会理論 

 山下：能動的な歴史の主体としてのヨーロッパ、そのよ
うな主体によって客体化される受動的な存在としての非
ヨーロッパというオリエンタリズム的視線に立つヨー
ロッパ中心主義史観 

しかし、もともと「世界システム論」は資本主義の発展を一国史
的に解明しようとする「近代化論パラダイム」を西洋中心主義的
とみなしてきた。 

皮肉なめぐりあわせ。その背景には１９７０年代以降の日本、中
国、東南アジア、インドなどの経済発展があった。 
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多世界論を継承しつつ批判→世界構造転換の２
段階論 

「世界史の分水嶺としてのモンゴル帝国」論 

支配領域：中華世界＋内陸アジアの遊牧世界
＋西アジアのイスラム世界 

その周辺：インド世界、地中海・ヨーロッパ
世界 

ユーラシア・サイズ（≒グローバル・サイ
ズ）の世界交通（陸路・海路）と世界市場の
成立 

ヨーロッパ世界にインド・中国への進出意欲
をかき立てる 
 

杉山正明のユーラシア世界史論 
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モンゴル帝国時代にユーラシア・サイズ
での「単一世界」の出現←東西での世界
図の共有 

• モンゴル時代にアフロ・ユーラシアサイズ
の世界図の登場 

→プトレマイオス図（ヘレニズム・中世ヨー
ロッパ・イスラム）＋天竺図＋中華図＋中央ア
ジア 

• カタロニア図（もうひとつのユーラシアサ
イズの世界図） 

• モンゴル時代における世界の拡大と東西に
おける世界観の共有→世界史のはじまり 

 

杉山正明のユーラシア世界史論 

http://opac.lib.ryukoku.ac.jp/HTML/K23.html
http://opac.lib.ryukoku.ac.jp/HTML/K23.html
http://www.henry-davis.com/MAPS/LMwebpages/LML.html
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世界構造転換の２段階説 

1. 各地域世界（古代・中世）→ユーラシ

ア規模での「世界の一体化」（モンゴ
ル帝国・13～14世紀、この転換の推進
力は中央ユーラシアの遊牧勢力） 

2. ユーラシア規模での「単一世界」 →グ

ローバル・サイズでの「単一世界」
（16世紀以降、この転換の推進力は
ヨーロッパの海上勢力） 

杉山正明のユーラシア世界史論 



杉山正明のユーラシア世界史論 
• 「世界図」を使って「世界」認識の変遷を推定する方法
からすれば、杉山の「モンゴル帝国時代にユーラシア世
界の成立」説に同意せざるをえない。 

• ほぼユーラシア全域をカバーする「世界図」が存在していた
という事実を否定できない。 

• この講義で今まで説明してきた「世界構造転換」論
（「多世界」→「単一世界」）は、「前近代」と「近代」

の断絶を重視するあまり、「前近代」における「世界」
の「拡大過程」を単純化しすぎていた。 

• １６世紀よりも前に、ユーラシア・サイズでの「世界の一体
化」が実現していたと考えるべき。 

• 「世界構造転換」の２段階説は説得力をもつ。 
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この講義での単純な「世界構
造転換」論 
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単純な図式の問題点 

 ヨーロッパは独立した「世界」ではない。「近代世界システム」そのものをひ
とつ「世界」とみなすことはできない。 

 すでにユーラシアレベルで「世界」は「一体化」されていた。 
←モンゴル時代にユーラシアサイズの「世界図」の登場 

 独立していた「世界」は、ユーラシア、アメリカ（複数世界からなる）、内陸
アフリカ・アフリカ西南部（複数世界からなる）、太平洋上の島々（複数世界
からなる）。これらの「世界」がユーラシア世界に接合されることによって、
「世界」の単一化がはじまる。 

 「近代世界システム」は「世界」そのものではなくて、異質な「世界」と「世
界」の間にうまれ、それをつなぐネットワークそのもの。 
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世界構造転換の２段階説 
• 世界構造転換の２段階説を受容すれば、以下の点で修正が必
要 
• 「近代世界システム」はもはやそれ自体が「世界」ではない。 

• 「近代世界システム」に「包摂」されていくアジア諸地域（東
アジア、インド、内陸アジア、中東・西アジア）も、もはや独
立した「世界」とはいえない。いずれも「ユーラシア世界」の
一部である「地域」にすぎない。 

• 「近代世界システム」というひとつの「世界」が、他の「世
界」を次々と「包摂」していったという説は棄却されなければ
ならない。 

• では、いったいどのように説明をすればいいのか。 

• 分岐点 
• 「包摂論」を維持するか（Wallerstein）、放棄するか（Frank）。 

• 「包摂論」の図式、「反包摂論」の図式  

• 「包摂論」を維持するとすれば、いったい何が何を「包摂」す
るのか。 
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世界構造転換の２段階論
（包摂論） 
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世界構造転換の２段階
論（反包摂論） 
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包摂論を維持した世界構造転換の２
段階説 
• ポスト・モンゴル時代のユーラシアの状況→
ユーラシア世界の分裂 

• いくつかの「世界帝国」（神聖ローマ、スペ
イン、ロシア、オスマン・トルコ、サファビ
朝ペルシア、ムガール、明・清等）の並立 

• 「世界帝国」は貢納経済を基盤とした世界シ
ステムで、経済よりも政治的統合体（中心に
強大な政治権力をもつ）、その広がりには限
界がある（単一の世界帝国が地球全体を覆う
のは困難）。 

⇒「近世帝国」状況の前提 
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包摂論を維持した世界構造転換の２
段階説 
• ヨーロッパのアメリカの征服（スペイン世界帝国の形
成） 

⇒世界そのものの拡大（ユーラシアサイズ→グローバ
ルサイズ）と構造転換の第二段階のはじまり 

• ヨーロッパにおける「世界帝国」の挫折（三十年戦争、
英仏第二次百年戦争［スペイン継承戦争～ナポレオン
戦争］ ） 

⇒ヨーロッパ・アメリカにまたがるヨーロッパ・アメ
リカ世界帝国の周辺に「近代世界システム」（資本主
義世界経済と国民国家系） の出現 

• 「近代世界システム」は市場経済を基盤とした世界
システムで、政治よりも経済的統合体（「世界帝
国」のような強大な政治的中心をもたない）。政治
的には複数の国民国家＝帝国の競合システム 
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包摂論を維持した世界構造転換の２
段階説 

• １６～１８世紀にかけては、複数の「世界帝国」とひとつの
「近代世界システム」が並立・併存しあう状況（「近世帝国」
状況 

• 「世界帝国」と「近代世界システム」との関係は、「世界帝国」
の優位、「世界帝国」は「近代世界システム」の外部（→アメリカ

（スペイン帝国の支配領域）は最初は「近代世界システムの「外
部」であったことになる） 

• １９世紀に「近代世界システム」（＋ロシア帝国）による他の
「世界帝国」の包摂とその結果としての「近代世界システム」
のグローバル化＝世界システムの単一化 

• 本講義の第２章は、この見地に立脚して、東アジアにおける
「世界帝国」の包摂・解体過程（＝近代）を概観する。 

• じつはこの説明は、もともとのWallersteinの見解に近い。 

• Frank・山下の批判に答えるものではない。 
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山下範久の批判 

• この講義の第２章、第３章で展開する議論（近世帝国のひと
つであった大清帝国の世界帝国システムがヨーロッパ列強に
よって「解体」させられ、よりグローバルな「近代国際社会
システム」に「包摂」されていく過程を論じた議論）は、古
い「世界システム論」に依拠した「機械的な図式」として、
山下は批判している。 

• 「近世的な文脈の解体過程と近代的な文脈の形成過程を表裏
一体のものとして捉え、１９世紀におけるグローバル空間の
再編成を、（たとえば華夷秩序のような）近世的な秩序と
（たとえば国際法体系のような）近代的な秩序との実体的な
レベルでの対決、そして後者における前者の包摂という機械
的な図式からわれわれの思考を解放するところにある」 
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羽田正の多世界論批判 

• 多世界→単一世界の世界構造転換という世界史認識そのものを
批判する論者が羽田正 

• 羽田：「イスラム世界」（The Islamic World）という言葉を使
うべきでない（羽田『イスラム世界の創造』2005）。 
• 9.11以降多用されている「イスラム世界」とは曖昧で、多義的
であり、イスラム圏とそれ以外（とくに欧米）との異質性・対
立性を強調するために用いられている。 
• Cf. サミュエル・ハンチントン『文明の衝突』（1996） 
• 世界の「一体性」よりも、分裂性を強調する議論 

• もともと（多様性をはらんでいるイスラム圏を）「イスラム世
界」というかたちで、（ヨーロッパと二項対立的に）特別な地
域・社会としてとらえる認識は１９世紀のヨーロッパに生まれ
た。発生的にその言葉自体（ 「イスラム世界」 ）がネガティ
ブな意味をもっている。（「進歩的なヨーロッパ世界、停滞的
なイスラーム世界」というヨーロッパ中心史観の産物） 

• 他方で、ヨーロッパのナショナリズムの刺激を受けたムスリム
の中から、ヨーロッパに対抗するために「イスラムの共同体」
という理念のもとに「イスラム世界」という概念を使い始める。
これは逆にイスラム中心主義の歴史観である。 
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羽田正の多世界論批判 

• 羽田：「イスラム世界」（The Islamic World）という言葉
を使うべきでない。 

• このような意味をもつ「イスラム世界」という言葉は、１
９世紀に創造されたものであり、そのようなもの（「イス
ラム世界」）は歴史的にも現在的にも実在しない。 

• そういう無意味な歴史的にも現在的にも言葉を使うべきで
ない。「世界は一つ」であり、世界史は「世界人の世界
史」であるべき。 

⇒「イスラム世界」だけでなく、「○○○世界」というと
らえ方も否定される。 

⇒世界史認識に置き換えれば、多世界→単一世界論的な世
界史の否定となる。 
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羽田正の多世界論批判 

• 多世界論批判の観点から既存の世界史認識を批判し、
「新しい世界史」の必要を説いたのが、『新しい世界史
へ―地球市民のための構想』（岩波新書、2010年） 

• 現代世界は「一体の構造」をもっている（現代世界は単一
世界である）。地球全体がひとつの世界＝社会を構成して
おり、それは「地球社会」とよびうる。 

• にもかかわらず、現実には人々は自分が「地球社会の一
員」であることを自覚せず、「国民国家、あるいは主権国
家などの限定された人間集団や共同体に強い帰属意識をも
ち、その利害を第一に考えてしまう」。そのことが現在の
世界が抱える根本問題（環境資源問題・世界同時不況、原
発問題）の解決を遅らせている。 

• こういう状況を打開するために、「地球市民という帰属意
識」を人々にはぐくませる「地球市民が共有するべき新し
い世界史」を立ち上げる必要がある。 68 



羽田正の多世界論批判 

• 現在の日本の世界史教育で採用されている世界史認識（世界史B
の学習指導要領）は「多世界→単一世界論」 
• 世界各地（特にユーラシア）に独自の特徴を持った地域世界が形成さ
れ、それらが時とともに次第に相互の交わりと結びつきを深め、再編
され変容をとげてゆく。一九世紀になると、その中から国民形成を進
め、工業化したヨーロッパ世界が抜け出し、地球上の各地へと進出す
ることによって、世界の構造化と各地の社会変容が進み、現代世界が
姿成立する。 

• この世界史認識を羽田は以下のように要約する。 
1. 世界は異なった複数の部分から形成されており、それぞれが異なっ

た歴史を持っている。 

2. 複数の部分のうちで、ヨーロッパ文明世界とそこから生まれた諸国
家が他よりも優位にあり、実質的に世界史をうごかしてきた。 

• そしてこのような世界史認識の枠組みをつくったのは、上原専禄
等であった。それゆえ批判されるべきは、多世界論であるという
ことになる。 

• はたしてこの理解は正しい要約であろうか（現代世界＝単一世界
という前提と世界構造の転換の契機を無視しているのでは） 69 



羽田正の多世界論批判 

• 多世界論的世界史は古くなった世界史観で、時代にあわ
ない。以下のような問題点があり、もはや棄却されなけ
ればならないものである。 

• 日本国民の世界史であって、他の地域の世界史と同じでな
い。 

• 人間集団（国民国家、文明圏、地域世界）ごとの歴史を描
くことによって、ある人間集団と他の人間集団の区別を強
調する性格をもっている。つまり、自と他を区別する世界
史。 

• そのひとつのあらわれが「イスラム世界」を実体化する思
考 

• １６世紀以降先進的に経済を発展させたヨーロッパの力に
より、非ヨーロッパはそれに従属せねばならなくなったと
する（包摂論）世界史認識は、ヨーロッパを特別視し、
ヨーロッパだけが進歩・成功したと捉えるヨーロッパ中心
史観である。 
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羽田正の新しい世界史 

• 現代世界が必要としている世界史は「地球主義の考え方に基
づく地球市民のための世界史」でなければいけない。 

• 「世界はひとつで、地球全体がひとつの世界である」。人間
は日本人やアメリカ人や中国人やアジア人やヨーロッパ人、
ムスリムである前に地球市民である。同じ地球市民であるこ
とを自覚できるような共通の歴史としての世界史でなければ
いけない。 

• 近代になってヨーロッパの主導のもとに世界の一体化が進行
したという歴史観（Wallersteinの世界システム論もそのひと
つ）は必然的にヨーロッパ中心史観となるので、とるべきで
はない。⇒世界構造転換論は否定される 

⇒近代以前の多世界構造も否定される。「地球がひとつである
ように、世界は大昔からひとつである」 

• 「地球の歴史」の一部を構成する人類の歴史としての世界史 

• ある時点における地球上の人類の生態の描写の断続的な連続
としての世界史 
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第2章 
近代以前の東アジア
の国際体制 
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2-1中華帝国体制と東アジアの近
代 
前近代（＝近世）の東アジアには、現在の中国と
その周辺を支配する世界帝国（「近世世界帝国」
のひとつ）を中心とした広域的な地域秩序が存在
していた。 

この広域的な地域秩序をひとつの国際的秩序（前
近代的な国際秩序）とみなし、それを「中華帝国
体制」とよぶことにする。すなわち「中華帝国体
制」とは世界帝国である大清帝国を中心とした広
域的な国際的秩序のことである。 
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2-1中華帝国体制と東アジアの近
代 
東アジアの「近代」とは、東アジアがその外部の
「近代世界システム」に従属的に包摂される時代
であるが、より具体的には、この「中華帝国体
制」が外部の力によって解体され、「近代世界シ
ステム」の内部的国際秩序である「近代国際社
会」に包摂されていき、西洋諸列強が優位にたつ
新たな国際システムが新たに形成されていく時代、
また東アジアの国際秩序がよりグローバルな国際
秩序の一部となる時代である。 

この変化の過程で東アジアの各国家、各社会も自
己変容を遂げ、それぞれの社会の「近代化」が進
んでいく。 
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2-2 中華帝国体制の構造 
• 世界帝国である「中華帝国」を中心とした広域
的な国際秩序 

• 中心に中華帝国の皇帝権力（＝「皇帝」は理念的には
全世界の支配者） 

• 周辺国と中華帝国との国交関係は擬似的君臣関係であ
る朝貢関係として設定される 

•  皇帝が周辺国の君主を国王として承認し、国王は皇帝
に臣下として服従する。その関係に応じたさまざまな
儀礼的相互行為が維持される 

• 超大国（中華帝国）を有する単一中心型、タテ社会型
（上下関係）の国際社会 

• 多中心型、ヨコ社会型の「近代国際社会」（「近代世
界システム」の内部秩序である「主権国家体制」）と
は異質 
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2-3中華帝国体制と主権国家体制 
中華帝国体制＝華夷秩序原理 
主権国家体制＝近代国際法原理 

中華帝国体制内では、「独立主権国家は互いに対等で
ある」との近代国際法原理の「対等の原則」は成立し
ない。 

  ←「朝貢関係は原理的に対等でない同士の関係」 

前近代の世界では、単一中心、タテ型国際社会の方が、
より普遍的（「世界帝国」に共通の国際秩序）。 

ただし、分裂時代の中華世界ではヨコ型の国際社会
も可能（戦国時代、宋・遼、宋・金） 

ヨーロッパではローマ帝国崩壊後、世界帝国は完全な
かたちでは復活せず（→戦国時代の恒常化）→１６世紀
から１７世紀にかけて、主権国家体制が徐々に成立し、
固定化し、さらに世界的に拡大した。 
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2-4 清代の中華帝国体制 
• 「近世」の中華帝国体制は大清帝国を中心とした国際体制 

• 大清帝国の特異性（女真＝満洲族の征服王朝） 
• 東アジア史における中華帝国と遊牧帝国の対抗 

• 遊牧帝国が中華帝国を征服することで中華帝国の巨大化 

• モンゴル帝国（ユーラシアの統一）の後継国家（ただし東アジ
アレベル）たる大清帝国 

モンゴルや清朝の皇帝は、中華帝国（小中華）の皇帝であると同時に、
遊牧帝国の大カーンでもあった。 

モンゴル帝国崩壊後：明帝国（小中華）、北元・オイラート・ジュン
ガル諸帝国（遊牧帝国）に分裂→清朝による統一 

大清帝国は多民族（満・蒙・漢・蔵・回・西南諸族）を包含する巨大
世界帝国 

• 大清帝国は中華帝国と遊牧帝国の両面をもつ 

• 中華帝国（小中華）＋遊牧帝国＝巨大世界帝国 
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大清帝国の構造 
大清帝国 
州県制（中国本土・小中華）：省が設置されている。王朝国
家の核（皇帝権力の直接支配地）、中央から官吏を派遣して
統治。漢族が大多数をしめる。 

満洲（中国東北部）：清朝の発祥地（特別行政区）、直轄地 

土司・土官（西南少数民族地域）：省の内部で州県制をひか
ず、在地の首長に地方の軍官や行政官の称号を付与（内政自
治） 

藩部（大カーンへの服属関係）：内・外モンゴル、チベット 、
ウイグル（内政自治） 

周辺国・外国 

朝貢国（朝貢関係）：朝鮮、琉球、ベトナム、タイ、ビルマ、
ネパール 

互市国（互市関係）：それ以外の大多数の国（含む日本や西
洋諸国）朝貢関係がないか、あっても名目的で、大清帝国の
境界部（海港や内陸都市）で、交易を許している（正式な国
交関係を有しない）。 
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大清帝国の構造 
朝貢関係が厳密に維持されていた周辺国は少数 

朝貢関係の維持はそれなりに負担（双方にとっ
て） 

互市関係は、朝貢関係の重さを避けて、国交関係
を名目にとどめ、周辺部（広東、福州、浙江）で
交易のみを許して、互い（清朝と周辺国双方）に
実利をあげるために多用される。 

その結果、18世紀は東アジアレベルで「通商の時
代」となる。 

大清帝国の対外関係は朝貢・互市関係の併用 

Cf. 明帝国は朝貢関係なしの交易（互市）を許さ
なかった→倭寇 

 

79 



大清帝国と他の世界帝国・西洋 
他の「世界帝国」（ムガール帝国、オスマン・トル
コ帝国）とは直接的な政治・交易関係をもたない。中
央アジア・東南アジアの商人の中継貿易で接合 

ロシア帝国とは国交・交易関係をもつ（ネルチンス
ク条約・キャフタ条約）。清朝側からは朝貢国とみな
されていた。 

西洋諸国（ポルトガル、イギリス、フランス等）は
互市国として位置づけられていた。西洋側も最初は中
華帝国体制に順応 

１９世紀になり、西洋諸国とくにイギリスが中華帝
国体制に対して不満をもち、敵対的存在に変容しはじ
める（マカートニー使節団1793、アマースト使節団
1816）、アヘン貿易 
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2-5 広義の中華帝国体制 
• 特定の周辺国を中心とした対外関係の全体＝ローカル・シ
ステム 

• 狭義の中華帝国体制は中国と周辺国との一対一の関係の束にす
ぎない。 

• 周辺国はそれぞれローカル・システムを有している。 

• それぞれのローカル・システムも華夷秩序原理を前提 

• そのあらわれには二種類のパターン 

• 中華王朝を絶対的な「華」とする。 

• 狭義の中華帝国体制とローカル・システムとは調和的 

• 周辺国そのもの相対的に「華」とする。→「ミニ中華帝国」 

• 狭義の中華帝国体制とローカル・システムとは対立的 

• 狭義の中華帝国体制＋ローカル・システムの全体＝広義の
中華帝国体制（＝東アジアの内部的国際秩序） 
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2-6ローカル・システムとし
ての鎖国体制 

• 近世日本（１７世紀中期以降）の対外関係・国際体制＝「鎖
国」体制 

• 「鎖国」体制は近世東アジアのローカル・システムのひとつ 

• 広義の中華帝国体制に含まれる 

• 鎖国体制と中華帝国体制（狭義）との関係についての二つの考
え方 

• 中華帝国体制（狭義）から分離・独立していたとする考え方 

• 中華帝国体制（狭義）と接合していたとする考え方 

• 「鎖国」体制下において、大清帝国との間に朝貢関係はなし。互市
関係はあり。互市関係がある以上、分離・独立していたとはいえな
い。 

• 「鎖国」体制下の対外関係も華夷秩序原理に依拠していた。 
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2-7 鎖国体制を構成する対
外関係 
対朝鮮関係 

対琉球関係 

対オランダ関係 

対清（＝中国）関係 

対蝦夷地（＝アイヌ）関係 
参照：図「近世日本の対外関係」（次の
スライド） 

84 



幕藩制国家＝近世日本
国家 

大清帝国 

清朝 

皇帝 

松前藩 
対馬藩 

薩摩藩 

長崎 

長崎奉行 

国
王 

朝鮮王国 

李朝 

国
王 

琉球王国 

尚朝 

互市／通商 
大君＝
将軍 

徳川幕府 

朝貢・交易 

朝貢・交易 

朝貢・交易 

宗属・交易 

使節派遣 

蝦夷地 

使節派遣 

アイヌ共同体 

服属・交易 

「通信」の国：朝鮮、琉球 

「通商」の国：中国、オランダ 
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2-8 近世の日朝関係 

• 徳川幕府と朝鮮王府の間に正式の国交関係 

• 日本国大君（徳川将軍の対外的称号）と朝鮮国王は互い
に対等 

• 日本側：「通信」の関係、朝鮮側：「交隣」の関係 

• 使節の交換は非対称（朝鮮側は朝鮮通信使、将軍は派遣
せず） 

• 日常的外交事務は対馬藩が担当、対馬藩に朝鮮との通商
権 

• 対馬藩の宗氏は朝鮮国王に使節派遣（朝貢関係に類似） 
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2-9 近世の日琉関係 
• 徳川幕府と琉球王府の間にも通交関係（「通信」の関係） 

• 徳川将軍と琉球国王（＝中山王）とは対等ではなく、「朝
貢」関係に類似の関係 

• 琉球国王の使節派遣（賀慶使と恩謝使）のみ（一方通行） 

• 島津氏の琉球征服（1609年）、薩摩による琉球の保護国化
（宗属関係） 

• 琉球と中華王朝（明、清）との朝貢関係は存続 

• 島津氏は琉球（幕府から琉球との交易を認められる）を介し
て、中国と通商 
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2-10 近世の日蘭、日中関係 

対オランダ  

 幕府とオランダ政府との間に国交関係なし 

 「互市」（＝「通商」）の関係、長崎での制限貿易、オ
ランダ東インド会社 

 オランダ・カピタンの江戸参府 

対中国 

幕府と清王朝の間に国交関係なし 

中国商人に長崎貿易を許す「互市」（＝「通商」）の関
係 

中国商人の江戸参府なし 

対オランダ、対中国関係を処理するのは長崎奉行 

 

88 



2-11 対アイヌ（蝦夷地）関係 

現在の北海道は近世には「松前藩」（和人地）と「蝦夷地」
（アイヌの居住圏のちに千島、樺太も）に区分 

「蝦夷地」は狩猟・採集を主とする非農耕区域 

「蝦夷地」と日本の関係は江戸時代の前半と後半で大きく変
化 

前半：「蝦夷地」は日本の外部、後半：「蝦夷地」は日本の
内部に 

幕府は松前藩にアイヌとの通交・交易権の独占を認める 

江戸時代中期に「蝦夷地」が肥料や輸出海産物の生産地とな
る 

ロシアの北方出現とともに、「蝦夷地」の領土編入（1807
年） 
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91 

室町時代の日朝中関係 

• 足利義満モデル 

• 日本国王と朝鮮国王の双
方が明皇帝と朝貢関係に 

• 両者の対等性は明皇帝と
の関係において保証され
ている 

• （狭義）中華帝国体制の
一環 
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江戸時代の日朝中国交関係 

• 修正足利義満モデル 

• 日本国と清皇帝との間
には朝貢関係なし 

• 対等性の保証 

• 朝鮮側の事情 

• 日本国内の事情（見
えない存在としての
天皇） 
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古代律令制的対外理念 

• 足利義満モデルとは異質
なモデル 

• 日本天皇と唐皇帝は対等 

• 古代律令制の対外理念 

• （狭義）中華帝国体制と
は不適合 

• 内と外の使い分け（遣唐
使） 
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江戸時代の日中朝国交関係・
再考 

• 足利義満モデル＋律
令国家モデル＝江戸
時代の日朝中国交関
係 

• 「外から見えない天
皇」と「対外的君主
である将軍＝日本国
大君」の二重君主制
のもとでの対外関係
の安定 

• 天皇の再登場（明治
維新）と対外関係の
トラブル 
 

外からは見えない

清皇帝 日本天皇

朝鮮国王 日本国大君

李王朝 徳川将軍
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第３章 開国と日本の近代 
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3-1 「開国」とは何か 
• 「開国」の定義 
西洋諸列強（Western Powers）と国交（近代的外交関
係）を結び、通商（開港地・開市場での自由貿易）を
始める。 

• 国交樹立（和親条約） 
1854年日米、日英、 1855年日露、1856年日蘭 

• 通商の開始（修好通商条約） 
1858年日米、日蘭、日露、日英、日仏（安政の
5カ国条約） 
ポルトガル（1860）、プロシア（1861）、スイス（1864）、
ベルギー、イタリア（1866）、デンマーク（1867）、ノル
ウェー、スウェーデン、スペイン（1868）、オーストリア・
ハンガリー（1869） 

• 実際の通商開始は1859年7月より（横浜、長崎、
函館） 
江戸：1867年、神戸・大坂：1868年、新潟：1869年 

• 一般日本人の海外渡航が許可されるのは、1866年5月 
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3-2 不平等条約体制の成立 
• 「開国」により成立した新たな国際関係＝不平等条約体制 

• 修好通商条約は不平等条約 

協定関税（日本に関税自主権なし）と低率関税（従価
５％） 

領事裁判権（列強が治外法権をもつ）と居留地（横浜・
神戸） 

片務的最恵国待遇 

• しかし、外国人は居留地外では、居住、土地保有、営業の
自由をもたない。旅行も制限（自由旅行は開港地から４０
ｋｍ以内）→限定的市場開放 

• 市場開放の限定性と治外法権とは表裏一体 
• 治外法権の撤廃と内地開放（＝「内地雑居」）とは交換関係 

• ⇔対等条約ならば、その国の法律の許す範囲で、外国人も原則
的には居住・土地保有・営業の自由をもつ 
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3-3 不平等条約体制成立の意義 

不平等条約体制の矛盾 
「独立主権国家は互いに対等」の原則に依拠する
近代国際法原理に則った条約。対等な国家の間の
条約。しかし、その内容において不平等（締約国
の一方（アジア諸国）に片務的で、不利な内容） 

不平等条約体制の成立 

 ＝近代国際社会（主権国家システム）の仲間
入り 

 ＝近代世界システムへの包摂（自由貿易シス
テムの受容） 

 ＝近代のはじまり 
 ＝「開国」画期説 99 



3-4 対外関係の二重化と二重体制 

• 不平等条約体制の成立＝国際関係の二重化（不平等条約体制
と「鎖国体制」の残存部分）→二重体制の成立 
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3-5 二重体制状況の普遍性 

タイ 
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アメリカ 

イギリス 
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ロシア 

オランダ 

大清帝国 

朝鮮 
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ベトナム 
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帝
国
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制 

東アジアにおける不平等条約体制・二重体制成立の普遍性 

中華帝国体制の構成国で、不平等条約体制が成立すれば、
どこでも二重体制状況が出現 

日本 

二重体制の不安定性 

伝統的国際原理と近代的国際原理 



3-6「見えない」天皇から「見え
る」天皇へ 
「鎖国」体制下の天皇は外交権を有さず、対外的には日本
を代表する君主ではなかった。→「みえない」天皇 

「開国」をめぐる政治的対立（通商条約の勅許問題）の過
程で、天皇の存在が政治的に活性化し、天皇が外交に関し
て最高裁可権を行使しはじめる。→幕府の外交権独占の破
綻 

 条約締結をめぐる対立（条約締結＝「開国」か、拒否＝「攘
夷」か） 

 条約勅許問題 

 井伊大老の条約締結強行と孝明天皇の攘夷論（＝「鎖国」体
制を守る。外交は幕府に委任＝「見えない」天皇を維持） 

 井伊大老の暗殺（1860年）と幕府の攘夷方針への転換→幕府政
治の終焉＝朝廷と幕府の関係の激変：京都と江戸：二都物
語・西南雄藩の台頭（長州、薩摩、土佐ｅｔｃ.） 
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3-6「見えない」天皇から「見え
る」天皇へ 

• 攘夷方針をめぐる対立 

• 幕府の攘夷方針：開港地（神戸・大坂）を増やさない・武備充
実・１０年後攘夷＝条約破棄）、孝明天皇も同意 

• 急進攘夷派（一部公卿・長州藩・浪士等）：即時攘夷決行 

• 急進攘夷派の朝廷掌握と幕府の追随（1862.11-63.2）→攘夷決
行方針（1863.6.25）とその蹉跌 

• 急進攘夷派の敗北（8・18政変・禁門の変・幕長戦争・四国艦

隊砲撃）（孝明天皇の漸進攘夷論と公武合体・大政委任論）⇔
漸進攘夷派＝朝廷による政権掌握 
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3-6「見えない」天皇から
「見える」天皇へ 
• 漸進攘夷派の政権掌握となし崩し的な「開国」派への転
換 

• 横浜鎖港交渉の失敗 

• 条約の勅許申請、孝明天皇の条約承認（兵庫開港拒否を条
件）（1865）、孝明天皇の死去（1866）、明治天皇による兵
庫開港の勅許（1867）→「条約勅許」問題の解決（＝「開
国」問題の解決）→漸進攘夷派＝「開国」派 

• 漸進攘夷派の中心は孝明天皇・一橋慶喜・松平容保（一会
桑）＋幕府＋薩摩藩＋土佐藩＋越前藩等 

• 漸進攘夷派の内部対立：一会桑・幕府と薩摩藩 

• 長州藩の方針転換（即時攘夷論の放棄）と薩摩藩への接近 

→倒幕派の結成（一会桑・幕府と薩摩・長州） 

一会桑・幕府による大政奉還（天皇・朝廷に最高権力を、その
下での政権維持） 
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3-7「見えない」天皇から「見え
る」天皇へ 

• 薩摩・長州藩による京都掌握と新政権樹立（王政復古・明治
維新、1868.1） 

• 朝廷の刷新と新政権が幕府にかわって外交権を行使 

• 天皇は「見える天皇」へ 

• 明治天皇の外国公使謁見（1868.3） 

• 天皇（日本の元首）と列強の元首は対等な存在 

• 近代国際社会に参入することで、（間接的に）古代律令制的対外
理念を現実化 
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第4章 
中華帝国体制の解体と
東アジアの近代 
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4-1 中華帝国体制の解体と近代帝国主
義体制の確立 

• 19世紀の半ばから、東アジア・東南アジアの国際関係に大き
な変動が生じる。それまで、この地域の既存の国際秩序に順
応的な存在であった西洋諸国が、敵対的な存在に変化し、域
内秩序を解体させ、西洋諸国の基準にのっとった新しいルー
ルを導入しようとし、その結果西洋諸国が優位に立つ新しい
秩序が形成されていった。 

• 19世紀になり、アジアと西洋の力関係が逆転し、東アジア・
東南アジアは「近世」から「近代」へと転移する。 

• 東アジアにおけるこの変動は、中華帝国体制（狭義の中華帝
国体制＋ローカルシステム）の解体となってあらわれる。 

• 狭義の中華帝国体制の解体はアヘン戦争（第一次1840～42、
第二次1856～60）からはじまり（中国における不平等条約体
制の成立）、日清戦争後にひとまず終了（→「二重体制」状
況の消滅） 

• 不平等条約体制＝朝貢関係の否定（近代国際法的外交関係）
＋互市関係の否定（自由貿易） 
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4-1 中華帝国体制の解体と近代帝国主
義体制の確立 

•その変動過程は同時に中華帝国体制にかわ
る新しい国際秩序の形成過程でもあった 

•その新しい国際秩序＝近代帝国主義体制
（≠不平等条約体制） 

•不平等条約体制→近代帝国主義体制 

•近代帝国主義体制とは１９世紀後半から２
０世紀のはじめにかけて構成されるグロー
バルな国際秩序であり、東アジアのそれは
その一部であった。 
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４-2 中華帝国体制の解体＝近代帝国
主義体制の確立の３段階 

中華帝国体制の解体＝近代帝国主義体制の
確立過程は３段階にわかれる 
第一段階：第一次アヘン戦争（1840―42）から
1860年代前半まで 

 

第二段階：1860年代後半から日清戦争（1894-
95）まで 

 

第三段階：日清戦争後から第一次世界大戦
（1914-18）がはじまるまで 
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4-3 中華帝国体制解体の第１段階 

•東アジア・東南アジア諸国における不
平等条約体制の成立と対外関係の「二
重化」 
アヘン戦争から１８６０年代前半まで 

「危機の２５年間」（国際関係の大変動、
国内政治の混乱） 

対外戦争と「開国」＝不平等条約の締結 

不平等条約体制の固定化＝「攘夷」の挫折 
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４-４ 東アジア諸国における不平等
条約体制の成立 
 日本：1854‐1858（既述） 

 

 中国：1840‐60二度のアヘン戦争 
 第一次アヘン戦争（1840～42） 
 南京条約とその附属条約（1842） 

 第二次アヘン戦争（1857～60） 
 天津条約（1858）、北京条約（1860） 

 イリ通商条約（1851）、愛琿条約（1858） 

不平等条約体制が確立するまでに20年間を要し、２
度の戦争と内戦、領土の割譲（香港、九龍半島）を
伴う 

中国の不平等条約体制が典型的な不平等条約体制 

11

2 



天津条約：典型的な不平等条約 
• 天津条約（対ロシア、イギリス、フランス、アメリカ） 

•  軍事費の賠償（イギリスに対し400万両、フランスに対し
200万両の銀） 

•  外交官の北京駐在 

•  外国人の中国内地旅行の自由 

•  領事裁判権 

•  外国艦船の揚子江通行の権利保障 

•  キリスト教布教の自由と宣教師の保護 

•  牛荘（満州）、登州（山東）、漢口（長江沿岸）、九江
（長江沿岸）、鎮江（長江沿岸）、台南（台湾）、淡水（台
湾）、潮州（広東省東部、後に同地方の汕頭に変更）、瓊州
（海南島）、南京（長江沿岸）など10港の開港 

•  公文書において「夷」の文字を使用しない（西洋諸国の場
合） 

• アヘン貿易の合法化 
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４-４ 東アジア諸国における不平等
条約体制の成立 
 朝鮮：1876‐1888 朝日、朝米、朝英、朝仏、
朝露条約 
 1830年代から西洋諸国の船が近海にあらわれ、

1866年にはアメリカ、フランスと交戦。国
交・通商要求を拒否（「攘夷」の成功） 

 不平等条約体制の成立が遅れる。 
 清との朝貢関係は存続 

 琉球：1854‐1859 琉米条約、琉仏条約、
琉蘭条約 
 日本の薩摩藩の指導のもとに、日本と同時

不平等条約体制が成立 
 清との宗属関係は存続 
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４-４ 東アジア諸国における不平等
条約体制の成立 
 ヴェトナム：越南（阮朝）は19世紀初めの
建国初期にフランスと関係をもつが、19世
紀前半にはキリスト教を禁止し、フランス
の国交・通商要求を拒否しつづける。 
 1858‐1862 仏越戦争（フランスの開国・領土

割譲要求を拒否） 

 1862 第１次サイゴン条約（コーチシナ（＝
ベトナム南部）の割譲、キリスト教布教の自
由、開港、賠償金、メコン川の自由航行） 

 清との朝貢関係は存続 
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４-４ 東アジア諸国における不平等
条約体制の成立 
 カンボジア：カンボジアの宗主権をめぐるベ

トナムとタイの戦争（1831、1841）、両者に
はさまれたカンボジア王がフランスに接近。
仏越戦争（1858-62）に参戦するとともに、
1863年にフランスとの間に「修好・通商・保
護条約」を締結。 
 不平等条約体制の成立とともにフランスの保護

国となった。 
 ラオス：現在のラオス地域には、１９世紀に

なっても、統一政権はなく、いくつかの王国
にわかれ、それぞれがベトナムとタイとの間
に朝貢関係有していた。 
 フランス人はこの地域に１８６０年代から進出

していたが、本格的に進出するのは、１８８０
年代になってから。 
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4-4 東アジア諸国における不平等条
約体制の成立 
タイ：18世紀末にラタナコーシン（チャク
リ）王朝のシャム王国が成立 

ビルマとの対立関係、ベトナムとの対立関係
→対外政策においえ西洋との協調政策を選択 

1826年イギリスと和親条約締結 

ラーマ４世モンクット王の開国・開化政策 

1854年清への朝貢船を廃止（朝貢関係の解
消） 

1855‐56年タイ英修好通商条約、タイ米条約、
タイ仏条約（不平等条約体制の成立＝二重体
制の解消） 
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4-4 東アジア諸国における不平等条
約体制の成立 
ミャンマー：インドでの支配を拡大するイギリスと領土拡
大をはかるコウンバウン王朝（18世紀中期に成立）との衝
突→ 
• 第１次イギリス・ビルマ戦争（1824‐26） 
→1826ヤンダボ条約（インドおよびマレーシアとの国境地域
の割譲）、通商条約締結の約束（しかし、ビルマの鎖国政策
により実際の締結は1862年になってから） 
• 第２次イギリス・ビルマ戦争（1853‐53） 
→ビルマ南部の割譲、イギリスビルマ通商条約の締結
（1862,67） 
 不平等条約体制の成立 
 清国との朝貢関係は存続 
• フランスビルマ条約（1884）（イギリスに対抗するための
フランス接近） 

• 第３次イギリス・ビルマ戦争→イギリスのビルマ併合とビ
ルマ王国の滅亡、清国との朝貢関係はしばらく存続 
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4-4 東アジア諸国における不平等条約体
制の成立 
 東南アジアの島嶼地域は、大陸部とはやや異なる歩

みをみせた。東南アジア島嶼部の現在の国家とその
国境線は１９世紀の植民地化の過程でつくりだされ
たものであり、植民地化の過程以前には、多様な国
家が存在していた。１６世紀に登場した西洋諸国は
まず沿海部の貿易拠点となる海港都市を支配し、中
国、東南アジア、インドを結ぶ貿易ルートに参入し
た。のちにその後背地へと支配を拡大していくが、
海港都市の後背地に存在する現地の勢力との間に、
大陸部でのような条約を締結して関係を設定するこ
とはほとんどおこなわれなかった。 

 現在のフィリピン：１６世紀半ばからスペインの植
民地となるが、南部（ミンダナオやスールー）には
独立したイスラム諸王国が存続し、抗争を続ける。 
 フィリピン南部のイスラム勢力がスペインの支配下に入る

のは１９世紀の後半になってから。スールー王国は１８４
０年代にアメリカ、イギリス、フランスと通商条約を結ぶ
が、スペインに併合される。 
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4-4 東アジア諸国における不平等条約体
制の成立 
 現在のインドネシア：１７世紀初頭にジャワの

バタビアに貿易拠点を築いたオランダが、徐々
にその支配を拡大していった。１８世紀から１
９世紀初めにかけて徐々にオランダの植民地と
なる。インドネシア各地に存在していたいくつ
かの王国や海港都市国家を征服して、保護国と
し、さらに直轄領としていった。 

 現在のマレーシア：１９世紀初め、イギリス
がマレー半島のイスラム諸王国から貿易拠点
（マラッカ、ペナン、シンガポール）を割譲
させる 
 それらをあわせて海峡植民地（1867）とする。 

 その後背地のマレー半島のイスラム諸王国は１
９世紀後半に徐々にイギリスの保護国となる。 
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４-５ 中華帝国体制解体の第２段階 

• 「辺境の喪失」と二重体制の消滅 

 ＝周辺国の保護国化・植民地化による中華帝国体制の解体
（＝ローカル・システムの崩壊） 

 保護国：主権を宗主国により制限されている国家（「独立主
権国家」ではない国家） 

 植民地：主権を完全に喪失し、宗主国の属領となった状態 

1860年代後半から日清戦争（1894-95年）まで 

→国際体制の再一元化 

• 東アジア諸国の保護国化・植民地化の過程 

• 保護国化・植民地化のタイムテーブル 

12

1 



4-6 東アジア諸国の保護国化・植民地化 

2. 列強による賠償や権益拡大要求とアジア側の拒否 

12
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1. 「事件」や「紛争」の発生 

3. 戦争 

4. 保護条約の締結（保護国化） 
アジア側の勝利 

5. 中国と保護国の朝貢関係の停止・外交関係の切
断 

アジア側の敗北 

つづく 



4-6 東アジア諸国の保護国化・植民地化 
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中国との戦争 

中国の承認 

5. 中国と保護国の朝貢関係の停止・外交関係の切
断 

7. 併合条約の締結（植民地化） 

中国の敗北 

中国の不承認 6. 中国側の承認（保護国化の完成） 



4-7 保護国化植民地化のタイムテーブル 

国名 戦争・占領 保護条約 最後の遣
使・入貢 

中国の承認 植民地化（併
合） 

朝鮮 日清戦争
（1894-95） 

日露戦争
（1904-05） 

日韓議定
書・日韓協
約（1905-

07） 

1894 

 

― 

下関条約
（1895） 

― 

 

韓国併合条約
(1910) 

琉球 琉球処分
（1879） 

琉球藩設置
（1872） 

1875 下関条約
（1895） 

沖縄県設置
（1879） 

ヴェトナム 1873-74 

1883-84 

サイゴン条
約（1874） 

ユエ条約
（1884） 

1880 天津条約
(1885) 

仏領インドシ
ナ連邦(1887) 

ラオス タイ・仏戦争
(1883) 

1853（清との
関係は50年

代に自然消滅、
タイの保護下
に） 

タイ・仏条約
(1893) 

仏領インドシ
ナ連邦(1887) 



4-7 保護国化植民地化のタイムテーブル（つづ
き） 

国名 戦争・占領 保護条約 最後の遣使・
入貢 

中国の承認 植民地化
（併合） 

タイ ― ― 1852 

朝貢関係破
棄（1854） 

― ― 

ミャ
ン
マー 

第３次ビルマ戦
争（1885） 

― 1895 中英ビルマ条
約（1886） 

ビルマ併合
宣言（1886） 

コー
カン
ド汗
国 

ロシアの占領
1864－65 

1876（コー

カンド汗国
の滅亡） 

1860年代に
消滅 

 

トルキスタン
州(1887) 

 

東ト
ルキ
スタ
ン 

（回
部） 

 

イスラムの反乱
1862-78 

（ヤクブ・べク政
権） 

ロシアのイリ占領
1871-81 

清の反乱鎮
圧1873-77 

イリ（ペテルス
ブルグ）条約
（1881） 

 

新疆省設置
（1884） 
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4-8 中華帝国体制解体の第２段階 

• 前駆段階（第一の弛緩期） 
1860年代後半：不平等条約体制成立後の弛緩期 

• 本格的段階（「危機の２０年間」） 
1870年代～80年代：「朝貢国」ベルトの全面的解体 

• 第２の弛緩期 
1890年代前半 

• 最終局面 
日清戦争：朝鮮の「喪失」 

 下関条約第１条「清国は朝鮮国の完全無欠なる独立自主の国たること
を確認す。因て独立自主を損害すべき朝鮮国より清国に対する貢献典
礼とは将来全く之を廃止すべし」 

 ＝中華帝国体制の解体（「藩部」のモンゴル・東トルキ
スタン・チベットは残る、東トルキスタンでの省制実施
「内国」化） 

 ＝二重体制の解消 
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4-9 明治政府による対外関係の
「書き換え」 

第１段階：日本の「開国」＝不平等条約体制の成立・二重体制状況の出
現→明治維新と明治新政府の成立 

幕府を倒した明治政府は幕末の二重体制を遺産として継承 
第２段階における日本の対外行動＝対外関係の「書き換え」 
４つの選択肢 

選択肢 不平等条約体制 鎖国体制から継承した関係 

Ａ  × 現状維持 現状維持 

Ｂ攘夷 × 否定＝条約破棄 現状維持 

Ｃ  ◎ 現状維持 否定＝条約の締結or保護
国化 

Ｄ  × 否定＝条約改正 否定＝条約の締結or保護
国化 

127 
外国との和親に関する諭告（慶応4・2・17） （1868） 

「（条約は）妄りに不可動事万国普通之公法」 



4-9-1対蝦夷地（アイヌ）関係の
書き換え 

 蝦夷地は江戸時代後期に日本領土に編入 

 ロシアとの国境画定：樺太・千島交換条約（1875年） 

• 日露和親条約（1855年）：択捉島と得撫島の間に境界、樺太は
雑居（共有）→千島は日本領、樺太はロシア領 

 蝦夷地の北海道化＝開拓植民地化 

• 蝦夷地を北海道に改称（1869年）、特別行政機関である
開拓使設置（1869年～1882年） 

• 農業の振興・移植民の奨励（→和人人口の増大） 

アイヌ人口：幕末・明治初で16.000人（全人口の10%） 

北海道の人口：1888年約30万人、1901年約100万人 

北海道の開墾地：1886年約3万ha、1896年約10万ha、1911
年約60万ha 

• 北海道の人口：５６２万人 2005年 

• 耕地面積：１１７万ha 2003年 
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4-9-1対蝦夷地（アイヌ）関係の
書き換え 
蝦夷地の北海道化＝開拓植民地化 

• 産業構造の変化：狩猟・漁労中心→農耕中心 

• アイヌ：狩猟・漁労経済では生産者・労働者 

     農耕経済では「無用の民」 

 アイヌの少数民族化と積極的な同化政策（和人化、農耕民化
（とその失敗）） 

• ただし、少数民族として固有の権利は認められていない。「近代
化」「文明化」に取り残された存在とみなされる。 

• 北海道旧土人保護法（1899年）：「無用の民」となり、貧窮化し
たアイヌの「保護」（土地の供与、教育） 

 特別行政区域：府県制は一部を除き実施されず。開拓使→北海
道庁 

• 徴兵制の施行（1897年）、選挙権の付与（1903年） 
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4-9-2対琉球関係の書き換え 
新政府は、徳川幕府および薩摩藩が保有していた
琉球の宗主権を接収し、その保護権を掌握 
廃藩置県（1871年）までは薩摩藩が琉球を管轄し、
廃藩置県後は明治政府がそれを継承 

琉球藩の設置（1872年）：琉球王国を琉球藩とし、
琉球国王・尚泰を琉球藩王に任命（琉球の「保護
国化」） 

ただしこの関係は朝貢関係の側面をもち、完全に近
代的な宗主国・保護国関係とはいえない。 

• 琉球から使節が派遣され、天皇が琉球国王を琉球藩王
に封じる（冊封）の形式がとられた。 

• 「琉球国使参朝上表貢献ニ付島主ヲ藩主ニ付シ華族ニ
列スルノ勅旨並貨物下賜ノ儀」（「処蕃始末・辛未
壬申・第一冊」） 
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4-9-2対琉球関係の書き換え 
琉球の外交権の接収（1872年） 

琉球の外交事務は東京の外務省が管轄することを列国
に通告。琉球の結んだ条約の維持を約束（アメリカ、
フランス、オランダはその処置を容認） 

対西洋列強との関係では、琉球は日本の保護国となる。 

 琉球藩設置後も琉球藩は清国との朝貢関係を維持 

 →琉球の両属関係、琉球の二重体制はかたちをかえ
て存続 

 １８７２年の時点で、日本国内に二つの琉球政策 

• 琉球国の存続と日清両属の是認（左院答申） 

• 琉球併合論：両属は不都合、琉球を日本の領土とし、
版籍をおさめ、国郡を置き、租税調貢など内地と同一
に（大蔵省・井上馨）。 
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4-9-2対琉球関係の書き換え 

 台湾出兵（1874年）（目的：大清帝国に琉球の保護権を認め
させる） 

• 1871年に台湾西部に漂着した琉球進貢使節の遭難（原住民による
殺害）の復仇を名目に 

 1874年に琉球藩は外務省の所管から内務省の所管へ 

 琉球併合論と琉清朝貢関係切断論の再登場（1875年琉球藩へ
進貢停止要求） 

 琉球処分＝琉球の内政権の接収と併合＝沖縄県の設置（1879
年）→琉球王国の滅亡 

 琉球の帰属をめぐる日清の対立（分島・増約案とその不成立、
1880～82） 

 特別行政区としての沖縄県（旧慣温存政策：旧王族・士族の
不満を緩和するため、税制・土地制度が存続～1903まで） 
• 徴兵令適用（1898）、参政権の付与（1912） 
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4-9-3対朝鮮関係の書き換え 
 国交関係樹立をめぐるトラブルと征韓論政変（1873年） 

 対朝鮮外交権を対馬藩から中央政府・外務省へ（1871～72年） 

 朝鮮での高宗の親政開始（1873年）と興宣大院君（李昰
応）の失脚：対外政策の「攘夷」から「開国」への転換 

 江華島事件（1875年）と日朝修好条規（1876年）の締結：
朝鮮の「開国」と日朝関係の書き換え 

• 「通信」関係（「鎖国」体制下の関係）→不平等条約体制 

• 「朝鮮国ハ自主ノ邦ニシテ日本国ト平等ノ権ヲ保有セリ」
（日朝修好条規第１款） 

• 近代的な国交関係の樹立と「交隣」・適礼関係の近代化の
両面 

天皇と朝鮮国王の対等性は保持される 
朝鮮側にとっては、「交隣」関係と同じ。 
日本側にとっては前近代の日朝関係の理念の放棄 

日本にとっては朝鮮は「独立」国家でなければいけない。 

朝鮮にとっては清との宗属関係は維持されなければいけない。 
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4-9-3対朝鮮関係の書き換え 
 朝鮮の「保護国」化をめぐる日清の角逐（壬午軍乱
１８８２、甲申政変１８８４） 

 朝鮮内部の政治的対立：高宗・閔妃と大院君、
開化派と反開化派、急進開化派（親日派）と漸
進開化派（親清派） 

 壬午軍乱：大院君派のクーデターとその失敗、
清の介入、日本の出兵 

 甲申政変：急進開化派＋日本公使館のクーデ
ターとその失敗、日清両軍の交戦 

 天津条約（１８８５）：日清両軍の撤兵（日本
勢力の後退） 
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4-9-3対朝鮮関係の書き換え 
 清朝関係の変容（清朝の宗主権の強化）：中朝商民水陸
貿易章程（１８８２）（領事裁判権・税関監督権・租界
の獲得）、袁世凱の派遣（駐剳朝鮮総理交渉通商事宣） 

 清朝間に朝貢関係と不平等条約関係の二重体制の出現 
 日清戦争（１８９４-９５）と下関条約第１条（清朝宗
属関係の解消） 

 下関条約第１条「清国は朝鮮国の完全無欠なる独立
自主の国たることを確認す。因て独立自主を損害す
べき朝鮮国より清国に対する貢献典礼とは将来全く
之を廃止すべし」 

 朝鮮王国から大韓帝国（１８９７）へ（朝貢関係の
消滅） 

 韓清通商条約（１８９９）：清韓間の不平等条約体
制 

韓国の保護国化は、次の第３期に進行する。日露戦争中の軍事
占領、1905年保護国化、1910年併合 13
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4-10対中国関係の書き換え 

国交・通商関係の樹立：日清修好条規（１８７１年
調印、１８７３年批准） 
対等な外交関係、外交使節の交換 
開港地での貿易 
領事裁判権を互いにもちあう 
協定関税率を互いにみとめる 
最恵国待遇はなし 

互いに西洋列強と不平等条約を結んでいる国同士
の「対等条約」＝不平等条約体制の亜種（双務
的） 

中華帝国体制とは異なる国交・通商関係（日中関
係の近代化、通商の拡大と東アジア交易の商権を
めぐる対立） 
古代律令制的対外観念の形をかえた実現 
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4-10対中国関係の書き換え 
１８７０年代～８０年代：琉球および朝鮮をめぐる対立
→日清戦争 

清国の敗北と下関条約（１８９５） 

日清戦争後の日清通商航海条約（１８９６）は日本に有
利な（片務的）不平等条約（最恵国待遇を獲得） 
清国側はそれまでのもっていた日本に対する領事裁判権等
を失う。 

台湾を獲得（下関条約第２条）、遼東半島は返却（三国
干渉） 

巨額の賠償金を獲得（→金本位制へ移行、八幡製鉄所、
軍備拡張） 

中国に対して西洋列強とほぼ同等の立場に立つ（条約、
領土） 

日露戦争後に遼東半島を租借、南満洲鉄道の獲得（ポー
ツマス条約・満州に関する日清条約） 
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4-11「書き換え」の基本方針 
明治政府の対外関係の「書き換え」により、
日本の二重体制の解消は１８７０年代末にほ
ぼ完了 

中華帝国体制解体の第二段階に日本の対外
関係は再一元化される 

明治政府の「書き換え」の基本方針（第２段
階での） 

蝦夷地の「開拓植民地化」と「内国化」の
完成 

琉球の「併合」（保護国としての琉球を
「内国化」） 

朝鮮と中国に対する不平等条約体制の導入 
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4-12中華帝国体制の防衛者・解
体者 

日清戦争により清と朝鮮の朝貢関係を消滅させる。 

日清戦争により清国に対して西洋列強と同様の立
場に立つ。 

さらに日清戦争後（中華帝国体制解体の第３段
階）は、朝鮮の保護国化をめぐりロシアと対立 

日本＝中華帝国体制の解体者、中国・朝鮮・琉球
＝防衛者 

しかし防衛する過程で、中華帝国体制そのものも
変容を余儀なくされる：東トルキスタンの「内国
化」（新疆省の設置）、朝鮮の宗主権強化 
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4-13条約改正 
第２段階の後半の1880年代になると、明治政府は条約改正
（対欧米列強不平等条約体制の解消）に着手 

井上外交（条約改正交渉1880-87）、大隈外交（1888-
89）：列強と合意の成立 
• 領事裁判権の撤廃のかわりに外国人裁判官任用 

• 領事裁判権の撤廃と関税率の引き上げと交換に「内地雑
居」（開港地外での外国人の居住、営業、土地保有の自
由）を認める。 

• 領事裁判権の撤廃のかわりに法制度の西洋化 

この内容に対して、国内に強い反対論（国権論者と民権
論者の統一戦線）→条約改正の失敗 

条約改正は２段階にわけて実現、日清戦争後に領事裁判
権の撤廃（1894年調印、1899年から発効）、協定関税の
廃止（1911年調印） 
第３段階に日本の対欧米不平等条約体制は解消される。 
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第5章近代帝国主義
体制と東アジア 
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5-1東アジアにおける近代帝国主
義体制の成立 

中華帝国体制解体過程の第３段階＝近代帝国主義の支配
体制が確立する時期 

→中華帝国体制の解体過程＝東アジアにおける近代帝国主
義体制の確立過程 

近代帝国主義支配体制はグローバルな国際秩序 

（１９世紀にグローバルな規模で「近世帝国」の解体が進
行する：スペイン世界帝国、オスマン帝国、ムガール帝
国、大清帝国それとともに「近世帝国」を中心とした地
域的な国際秩序も消滅、さらに内陸アフリカや太平洋の
諸島にも西洋列強の支配が及ぶ） 

東アジアにおける近代帝国主義体制は第二次世界大戦の
終了後まで存続 
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5-2 中華帝国体制解体過程の第３段
階 

 第３段階は日清戦争後から第１次世界大戦まで 

 中国では大清帝国全体の「保護国化」ではなく、諸列強
による勢力範囲の設定（＝分割）、国際的共同管理とい
う形態とる（＝半植民地状態） 

 その前半（日清戦争後から日露戦争まで）：中国分
割競争の時代 

• 弱体化した清朝に対し列強が三国干渉の見返りや借款
の見返りとして、あるいは軍事的圧力を背景に種々の
利権（鉄道敷設権、鉱山採掘権）を獲得、排他的勢力
権の設定競争とアメリカの門戸開放宣言 

• 義和団事件と連合国軍による鎮圧、ロシアの満洲占領 

• 朝鮮をめぐる日露対立＋中国をめぐる英露の対立→日
露戦争（1904－05） 
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中華帝国体制解体過程の第３段
階 
 その後半（日露戦争後から第１次大戦まで） 

• 中国における列強の勢力範囲の固定化  
• ロシア：北満州・外モンゴル 
• 日本：南満州 
• ドイツ：山東半島 
• イギリス：長江流域・チベット、 
• フランス：広州湾、広西省 

• 勢力範囲が大清帝国から分離させられて、帝国が解体
するまでにはいたらなかった。大清帝国の宗主権・主
権は維持される。 

 辛亥革命（清朝の滅亡）と中華民国の成立（1911-
12） 

 朝鮮の保護国化と植民地化 
• 日清戦争後の保護国化の失敗（1895‐96） 
• 日露戦争後、保護国化（第二次日韓協約1905年）、

併合（韓国併合条約1910年） 
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5-3 近代世界の内部秩序＝近代
帝国主義体制  
 １９世紀後半の近代世界（＝単一世界）の内部秩

序＝近代帝国主義体制（第二次世界大戦後まで存
続） 

 近代帝国主義体制の構成 

• 世界列強（宗主国）：英、仏、独、露、米、日
他 

• 対等条約国（列強ではないが、列強と対等条約
を結んでいる）：ヨーロッパの中小国、ラテン
アメリカ 

• 不平等条約国（独立国だが列強と対等ではな
い）：アジア諸国 

• 保護国・植民地（宗主国の支配下におかれる） 
 帝国＝（宗主国＋保護国・植民地） 
 主権国家群＝宗主国、対等条約国、不平等条約国 
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5-4東アジア・東南アジアでの
「帝国」  
 第１次世界大戦直前の東アジア・東南アジアでの「帝国」 
 ロシア帝国、大英帝国、フランス（帝国）、オランダ（帝国）、ド

イツ帝国、日本帝国、アメリカ（帝国） 

 中国（領土の割譲と勢力範囲の設定：半植民地）、台湾
（日）、香港（英）、関東州（日）他 

 朝鮮（日）、インドシナ（仏）、ミャンマー（英）、マ
レーシア（英）、シンガポール（英）、インドネシア（オ
ランダ）、フィリピン（米）、ミクロネシア（独） 

 東アジア・東南アジア諸国の位置変化（１９世紀後半から２
０世紀はじめ） 

 不平等条約国→保護国・植民地（含む半植民地としての中
国および１９世紀後半より前に保護国・植民地となった東
南アジア諸国） 

 不平等条約国のまま（タイ） 

 不平等条約国→世界列強（日本） 
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5-5 「帝国」日本の形成 

• 中華帝国体制解体の第１段階 
• 日本の「開国」・不平等条約体制の成立 
• 明治新政府の成立・幕藩制国家の崩壊 

• 中華帝国体制解体の第２段階 
• 政治体制の近代化（明治憲法・帝国議会） 

• 社会体制の近代化（四民平等・文明開化・殖産興業・富国強
兵） 

• 蝦夷地の北海道化、琉球の保護国化・併合 

• 朝鮮との間に近代的国交関係と不平等条約、中国との間に近代
的国交関係と相互的不平等条約 

• 中華帝国体制解体の第３段階 
• 台湾の領有 
• 南樺太の領有 
• 朝鮮の保護国化、併合 
• 関東州租借と南満州鉄道 
• 中国との間に（片務的）不平等条約 
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5-6 「帝国」日本の領域 

２０世紀初（第１次世界大戦前）の日本帝国 

 日本本国（内地）：千島、北海道、本州、四国、九州、
沖縄、小笠原→明治憲法の実質的施行区域・徴兵制と
参政権あり（議会制定法が直接効力をもつ）（赤字は
第２段階に領土化された地域、「外地」から「内地」
へ） 

 保護国・植民地（外地）：台湾（1895）、南樺太
（1905）、朝鮮（1905、1910）、関東州（租借地、
1905）、南洋諸島（第１次大戦後、委任統治領） 
（茶字は第３段階に領土化された地域、 

→明治憲法の形式的施行区域・徴兵制と参政権なし（議
会制定法が直接効力をもたない） 

 中国において「特殊権益」をもつ（領事裁判権・警察
権、鉄道・鉱山、租界・居留地（天津・漢口等）） 
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5-7 20世紀初めの「帝国」日本
の実力 
 強大な陸軍（平時２０個師団）、西太平洋の制海権
を握る海軍（三大海軍国：英、米、日） 

 激しい軍備競争（陸軍は対露、海軍は対米）と過重な税負
担 

 工業化の達成、通商国家（輸出：繊維製品（綿製
品・生糸）を中心とする消費財、輸入：原料（棉
花・鉄鉱石他）と資本財（精密機械他）） 

 国際金融面で英米仏等に従属（日露戦争の戦費調
達のための外債、貿易収支赤字の継続） 

 列強との同盟・協商関係 
 日英同盟（1902～1921）、日露協約（1907～1917）、日

仏協約（1907～） 
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5-8 日本の植民地主義 
植民地の法制度・政治制度面での二項区分 

• 特別統治主義と内地延長主義 

• 特別統治主義：内地と異なる法制度・政治制度を植民
地に 

総督専制主義（植民地住民の政治参加をみとめな
い） 

自治容認主義（植民地住民の政治参加をみとめる→
自治議会と自治政府） 

• 内地延長主義：内地の法制度・政治制度を植民地に延
長 

漸進的内地延長主義（時間をかけて内地と同等にす
る・それまでは総督専制主義） 

急進的内地延長主義（短期間のうちに内地と同等に
する→植民地総督の廃止＝府県制の施行・参政権の
付与） 

• 日本帝国の方針：特別統治主義（総督専制）と漸進的
内地延長主義 
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5-8 日本の植民地主義 

文化的・宗教的・イデオロギー的統合面での二項区分 
• 同化主義と非同化主義 

同化主義：植民地住民の文化的・民族的「日本」化は
可能として、それをめざす 

非同化主義：植民地住民の文化的・民族的「日本」化
は困難として、限定的な範囲でおこなう 

• 日本の政策は基本的に同化主義 
• 同化主義の２種類 
消極的・漸進的同化主義 
積極的・急進的同化主義 

• 同化主義と差別主義 

同化した者には平等の権利を、同化しない（できな
い）者は無権利 

同化した者は「善」、同化しない者は「悪」 

過剰に求められる「同化」と常に「差異」をみつける
視線 
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第6章 二つの世界
戦争と日本 

15
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6-1 近代から現代へ  
近代＝単一世界（地球世界）の形成過程 

「近世帝国」の併存→近代世界システムによる「近世帝国」
の解体→世界の単一化（ １６世紀から１９世紀にかけての長
期にわたる過程） 

１９世紀後半の近代世界（＝単一世界）の内部秩序＝近代帝
国主義体制（＝グローバルな世界秩序） 

Cf.中華帝国体制（≠グローバルな世界秩序） 

近代帝国主義体制は二つの世界戦争を経ることで解体にむか
う（第２次世界大戦後に近代帝国主義体制は解体） 

単一世界の内部秩序がさらに転換 

この転換の過程：近代から現代へ 
15
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6-1 近代から現代へ 
現代世界は近代世界を継承（世界構造は同じ、単一世
界） 

現代世界は地球を何重にも蔽いつくしている（世界（人
類社会の全体）＞地球（自然環境））：環境問題 

近代世界と現代世界ではその内部的な国際秩序が異なる 

近代世界＝近代帝国主義体制 

現代世界≠近代帝国主義体制 

第二次世界大戦後に保護国・植民地は独立し、国連加盟
国となる→保護国・植民地、不平等条約国の消滅＝近代帝
国主義体制の解体（主権国家体制のグロ-バル化） 

近代帝国主義体制の解体過程およびそれ以後を「現代」 
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6-2 第一次世界大戦 

 第一次世界大戦＝帝国主義国間の世界分
割競争の帰結 

 戦争の発火点はバルカン半島、主戦場は
ヨーロッパ（西部戦線、東部戦線）、グ
ローバルな世界戦争（中東、極東、太平
洋＋全海域） 

 総力戦（兵士と労働力の総動員・軍需生
産）＋戦場の大量死（戦闘員９７０万
人・非戦闘員７００～１０００万人）
（日本帝国＝３００～４００人） 
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6-3 第一次世界大戦と東ア
ジア 
東アジアでの西洋列強の勢力後退 
日本の突出した優位（中国と西太平洋） 
対独参戦（1914）（山東半島占領、ミクロネシア占
領） 
２１ヶ条要求（1915）（山東半島と東北（満蒙）の
権益確保・拡大） 
シベリア出兵（1918-22、24）（沿海州から東部シベ
リア、北樺太） 
日華協同防敵軍事協定（1918）（北満洲への勢力拡
大） 

アメリカの世界大国化（アメリカの参戦 1917） 
帝政ロシアの崩壊（ロシア革命 1917） 
ドイツ、オーストリア・ハンガリーの敗戦 
オスマン帝国の解体・消滅 
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6-4 第一次世界大戦後の４つの
反作用 
1. 帝国主義列強間の均衡回復の力 
 ドイツ、ロシア、オーストリアの脱落、フランス、

イタリアの弱体化→東アジアにおける列強はイギ
リス、アメリカ、日本の三強に 

 日本：中国東北全体（南北満洲・東部内モンゴ
ル）と山東半島に勢力範囲の拡大をめざす（→成
功せず） 

 アメリカ：門戸開放・機会均等主義（勢力圏設定
主義に批判的） 

 中間派イギリスの選択→日英同盟の解消と四ヶ国
条約（太平洋問題、1922）、九ヶ国条約（中国問
題、1922）の締結 

 ワシントン体制（＝近代帝国主義体制の修正） 
15
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6-4  ４つの反作用（２） 

2. 世界戦争による大量死を招いた近代帝
国主義体制への批判 

 新しい国際秩序・安全保障体制：戦争の
再発防止 

 ウィルソン大統領の平和１４ヶ条と国際
連盟構想→国際連盟の成立 

 現代世界の国際体制の原型の登場 

 戦争（侵略戦争）の「違法化」（国際紛
争の平和的解決）と国家主権の絶対性の
制限 
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6-4  ４つの反作用（３） 

3. レーニンの世界革命論 
 世界戦争の原因を帝国主義を生み出し
た資本主義体制に求める 

 宗主国における社会主義革命と植民地
における民族解放・独立→資本主義と
近代帝国主義体制の消滅→世界戦争の
再発防止 

 国際連盟に対抗してコミンテルンの創
設（1919） 

 レーニン主義の世界への普及（各国共
産党の創立） 
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6-4  ４つの反作用（４） 
4. 保護国・植民地での民族解放運動の高揚 
 世界戦争への植民地の協力、犠牲への報酬としての

自治・独立要求 

 ウィルソンの民族自決論とコミンテルンの民族解放
論の両方の影響 

  
 日本帝国の場合 
 朝鮮の三・一運動（1919） 
 台湾の台湾議会設置請願運動（自治要求） 

 中国の五・四運動（山東半島のドイツ権益の日本へ
の譲渡を容認したベルサイユ条約への反対）→国共合
作（1924）から国民革命（1926～）へ、中国の半
植民地状態の打破をスローガンとする国民党政権
による中国の統一の進行：近代中国史の転換点 
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6-5  ワシントン体制 
 ワシントン会議（1921-22）→ワシントン体制 

 第1次世界大戦後の４つの反作用の働く場で、東アジアの国際体制
が再編、１９３１年の満洲事変まで続く 

 ワシントン体制の三つの層 

 基底：近代帝国主義体制（戦勝国の既得権益はすべて保
持） 

 中層：中国に関する門戸開放・機会均等主義の相互確認
（九ヶ国条約） 

 新しい勢力範囲設定の禁止と敗戦国の権益の中国への
返還（日本の勢力範囲拡張は成功せず→山東権益の返
還、シベリア・北満洲からの撤退、 

 満洲での張作霖支援政策によって既得権益の確保 

 中国の主権の尊重と領土保全、政治的統一と対等条約
国化の是認 

 上層：国際連盟と軍縮条約（国際平和と集団的安全保障シ
ステム）、中国は国際連盟の原加盟国 

 近代帝国主義体制を継承しつつそれを修正→解体のはじまり 
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6-6 二つの対外路線―対英米協調
主義 
第一次大戦後の日本の対外路線：対英米協調路線 

ワシントン体制に順応（中国における権益の拡
大よりも英米との協調関係の維持を優先） 

第一次世界大戦中の突出した地位からの後退と軍縮
を容認 

満蒙は中華民国の領土であるとの前提のもとで、
「満蒙特殊権益」（満蒙における日本の特殊的地
位）を維持、中国本土については九ヶ国条約の枠組
みにしたがう（＝「緩い満蒙分離主義」） 

原敬内閣から第２次若槻内閣（幣原外交）まで
の日本政府の基本方針 

明治時代の協調・従属的帝国主義の正統な継承
者（天皇、元老、政党、軍部、官僚、財界に広
く分布） 

背景に日本経済の対英米依存性 
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6-6 二つの対外路線―アジア・モ
ンロー主義 

対英米協調路線への有力な反対論＝アジア・モンロー主義 

「アジアの盟主」論、英米は東アジア問題については日本
の優位を認め、日本とアジアとの特殊関係を尊重すべし 

中国における日本の権益の維持・拡大を英米との協調よりも
優先 
第一次世界大戦中の突出した地位の放棄と軍縮に否定的 

両者の調和が困難な場合は対決も辞さない（最終的には
英米勢力をアジアから駆逐すべし） 

アジアにおける自給自足圏の構築により、経済面の対英米依
存構造の解消をめざす（実際には実現はむずかしい） 

「満蒙特殊権益」の維持・拡大をめざす。「満蒙生命線論」
（場合によっては満蒙に対する中華民国の領土権を否定する
「硬い満蒙分離主義」）、日本の特殊地位を容認する中国の
中央・地方政権とは提携（＝「日支提携」）するが、否認す
る政権には敵対 

日本の政治勢力内部に広く分布（政党、軍部、官僚、右翼）、
ただし１９２０年代には反主流 
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6-7 在野の異論 
3. 自由主義・社会民主主義（ウィルソン主義と

欧米の社会民主主義に親近感をもつ）： 
• もっともラジカルな石橋湛山の小日本主義、植

民地放棄論、満蒙権益放棄論、吉野作造の植民
地主義批判 

• 対英米協調路線と親和的、アジア・モン
ロー主義とは対立的 

4. 共産主義（レーニン主義とコミンテルンに忠
実）：日本共産党 

• 他のすべての勢力を帝国主義の手先として
否定 

 1930年代になると、戦争の拡大とともに、ア
ジア・モンロー主義が優勢となり、他は圧迫
される 
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6-8 満洲事変 
• 中国の東北地方を軍事占領し、中国本土と切り離し
て「満洲国」を樹立、日本の支配下におく（公然た
る「満蒙分離」と保護国化、ただし形式的には「満
洲国」は独立国家の形態をとる←「反作用」の
２）：大日本帝国の新たな膨張の第一段階 

• 満州事変と満洲国 

• 国民党政権による中国統一の進展への巻き返し 
• 国民党の北伐進展と張作霖の敗北・暗殺（１９２７～１
９２８） 

• 張学良政権が国民党政権の傘下に（張作霖支援政策の崩
壊 ＝「緩い満蒙分離主義」を支えてきた枠組みの消
滅） 

• 国民党政権の承認し、中央政府である国民党政権を対手
に満蒙権益の保護をめざす幣原外交（「緩い満蒙分離主
義」からの転換）、それに対する国内の強い批判 

• 世界大恐慌→「満蒙は日本の生命線」→軍事力による
「満蒙問題の解決」（「硬い満蒙分離主義」への転換） 
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6-9 満洲事変の意味 
• 満洲事変を計画・推進したのは、陸軍の中堅幕僚層 

• 陸軍中堅幕僚層の満蒙領有方針（１９２８～３１）：帝国の自存のため満蒙を
領有（満蒙生命線論）、そのために対ソ戦争準備推進、中国の抵抗は小、英米
とは戦争にならない。のちに領有から「満洲国」樹立に変更 

• 陸軍の軍事行動を内閣は統制できず、既存の外交路線を守ろうとした幣原外交
は終焉 

• アジア・モンロー主義的な軍事・外交行動 
• 陸軍の満蒙問題の武力解決はアジア・モンロー主義的政治勢力を結集させるとともに、
国民的支持の調達に成功 

• ワシントン体制からの日本の離脱（＝国際連盟脱退） 

• ワシントン体制の枠組を前提とする対英米協調路線の放
棄（←九ヶ国条約違反）＝第一次世界大戦後の外交路線
の転換 

• 対英米協調路線（１９２０年代）からアジア・モンロー
主義路線（１９３０年代）へ 

• 対英米協調論とアジア・モンロー主義の対立と妥協の関
係は解消されず、かたちをかえてその後も登場 
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6-10  華北分離工作・内蒙工作 
日本の満洲国の承認と国際連盟脱退後、事態固定
化の可能性 
• アメリカの不承認主義（実効性なし） 

• イギリス：ワシントン体制の枠組みによらない
日英協調（既成事実の容認）→近代帝国主義体
制の路線への復帰 

• 中国国民党政権（蒋介石政権）の「安内攘外」
政策 

• ソ連：北満洲鉄道の譲渡（北満洲からの撤退）
と極東ロシアの防備強化・不可侵条約提起 

日本の華北分離工作・内蒙工作（「満洲国」に接
する華北と内モンゴル地域に親日・反国民党政権
を樹立する工作）と広田外交（「満洲国」承認を
国民党政権に求める）はこの可能性を失わせる 
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華北分離工作・内蒙工作 
• 塘沽停戦協定（１９３３年５月）により長城線以南に非武
装地帯（事実上の日本軍の占領地） 

• １９３５年６月に河北省と察哈爾省（内モンゴル）から国
民党軍・国民党勢力を撤退させ、同年１１月に冀東防共政
府を樹立、 １９３６年５月に内モンゴルに蒙古軍政府を
樹立。ただし、内モンゴルと河北省全体に親日政権を樹立
する工作は失敗に終わる。中間的な政権として冀察政務委
員会が誕生 

• 中国：「安内攘外」政策から「抗日統一」戦線へ 
• １９３６年１１月西安事変→国共内戦停止 

• イギリス・アメリカの国民党政権への財政支援（＝幣制改
革支援）：日本はイギリスの共同借款提案を拒否 

• 華北分離工作・内蒙工作の停滞・失敗＝岐路（政策転換か
軍事解決か） 

• 1937年４月の政策転換は不徹底に終わる 
• 支那駐屯軍の増強と永駐制（１９３６年６月） 
⇒盧溝橋事件発生の原因 
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6-11 日中全面戦争 
• 盧溝橋事件（1937年７月）を機に、華北・内モンゴ
ルを軍事占領して、各地に親日政権を樹立し、勢力
範囲を拡大：大日本帝国の新たな膨張の第２段階 

• １９３７年７月１１日の華北への派兵決定により、
事実上の戦争状態 

• 日本側は華北方面での局地限定戦争を想定するが、
上海戦がはじまり（1937年8月）、全面戦争化 

• 各分岐点での戦争の拡大か不拡大かをめぐる対立 
• 対ソ戦備完成優先論か対支一撃論か、華北限定か上海へ拡大か、南京
攻略か否 

• 南京陥落後も中国側の抵抗やまず→長期・泥沼戦争化 

• 日本側は短期決戦戦略、中国側は「空間を与えて、
時間をかせぐ」長期持久戦略→日本は戦場では優位だ
が、戦略的には優位とはいえない 
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 日中全面戦争 
• 「蔣介石ヲ対手トセス」声明（1938.1）（国民党
政権の否認） 

• 占領地（内蒙、華北、上海・南京）に親日政権、
日本勢力の扶植→分割して保護国化 

• 経済封鎖（海上封鎖） 

• 国民党政権の屈服もしくは消滅を期待するも、
うまくいかず 

• 東亜新秩序声明（1938.11）（国民党政権への和平
よびかけ） 

• 短期決戦戦略にもとづく、軍事攻勢（武漢・広
東作戦）と和平工作（対重慶工作：宇垣・孔交
渉と汪兆銘工作）の併用 17
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 日中全面戦争 
• 東亜新秩序構想による戦争終結の失敗以後 

• 軍事的手詰まり：重慶爆撃と補給路（援蔣ルー
ト）遮断（南寧作戦） 

• 汪兆銘政権（南京国民政府）（蒋介石政権との
和平交渉の可能性をなくす） 

• 戦争経済の対米依存と英米との関係悪化（占領
地での排他的経済圏創出をめぐって） 
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• 十五年戦争の三段階と国内体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 日中全面戦争期の戦時体制の特色 

• 現在行われつつある戦争（日中戦争）遂行のための体制 

• 将来行われるであろう戦争（世界戦争）の準備のための体制 

• 「ソ支二正面作戦準備論」（1938年秋 東条英機陸軍次官の声
明） 

• 戦艦大和・武蔵の建造（大和の起工1937.11、就役1941.12） 

6-12日中全面戦争と戦時体制 

戦争の段階 戦争の性格 国内体制 

満洲事変 局地限定戦争 平時・準戦時体制 

日中全面戦争 全面戦争・二国間戦
争・国力および兵備
の劣勢な敵との戦争 

戦時体制（現在の
戦争と将来の戦
争） 

アジア・太平洋戦
争 

総力戦争・世界戦
争・国力および兵備
の優勢な敵との戦争 

総力戦体制・現在
の戦争を遂行する
ための体制 
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6-13 日独伊三国同盟をめぐる対立
（１９３９～４０年） 
ヨーロッパでのナチス台頭（ベルサイユ体制の打
破をめざす）とヨーロッパ戦争の危機（1936-39） 

独伊枢軸との提携（日独伊三国同盟）をめぐる日
本の戦争指導部内の対立：対ソ同盟か、対ソ英仏同
盟か 

→新しい文脈でのアジア・モンロー主義（親枢軸派：

陸軍）と対英米協調路線（反枢軸派：海軍・外務省）
との対立 

＝日中全面戦争を世界戦争に拡大させるか否かの対立 

独ソ不可侵条約・ ドイツのポーランド侵攻
（1939.8-9）→第二次ヨーロッパ戦争の開始 

親枢軸派の一歩後退→ヨーロッパ戦争に不介入 
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 日独伊三国同盟をめぐる対立（１
９３９～４０年） 
ドイツの西部戦線総攻撃（1940.5）、イタリアの参戦
（1940.6）、フランスの降伏（1940.6）→親枢軸派の勝
利（第二次近衛内閣の成立） 

日独伊三国同盟の締結（1940.9） 

ヨーロッパ戦争は事実上イギリスｖｓドイツ・イタリア 

アメリカは参戦しないが、イギリスを援助（反枢軸の立
場） 

ソ連はドイツと提携（独ソ不可侵条約・ポーランドの分
割） 

日本はドイツ・イタリアと同盟、しかしヨーロッパ戦争に
は参戦せず 

中国も参戦せず、日本と戦争中、英米の経済的支援を受け、
ソ連と提携（中ソ不可侵条約、1937） 
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6-14 独ソ戦から「武力南進」へ 
• 枢軸派の世界戦略：日独伊ソ四国協商路線と大東亜共栄圏（東
南アジアの英蘭仏の植民地を支配下におき、自給自足圏の建
設）、アメリカの参戦抑止 

• 「好機南進」論（イギリスの敗北を機に東南アジアの英蘭植民
地を奪取）とその放棄（1940.9-41.3）：「英米可分」（陸軍）、
「英米不可分」（海軍） 

• 南進施策（対仏印・タイ・蘭印工作）と日米交渉（1941.4～
12） 

• アメリカに中国援助の停止と日本の勢力圏（中国・東南アジア）の
実質的承認をせまり、日中戦争を解決するとともに、大東亜共栄圏
の完成を促進する 

• アメリカの武器貸与法（1941.3）と独ソ開戦（1941.6） 
• 枢軸派の世界戦略の破綻、対ソ開戦か、否か。 

• 関特演による対ソ開戦準備（41.7-8） 
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 独ソ戦から「武力南進」へ 
• 対英、対ソいずれにしろ独伊側に立つ参戦はアメリカの禁輸を
まねく→蘭領インドの石油の掌握（「南進による自給自足圏建
設」）の必要性、そのために対英米戦も辞さず 

• 「南進か北進か」ではなく、「北進のためにもまず南進」 

• インドシナ南部進駐（南方占領作戦実施のため不可欠な航空基
地の確保、1941.7）と英米の対日全面禁輸措置発動
（1941.8）：対ソ開戦の延期→対米開戦か否かをめぐる対立 

• 日米交渉（石油禁輸の解除と中国・仏印からの撤兵をめぐる交
渉）の決裂（1941.10） 

• 御前会議決定（1941.9）とその撤回（1941.10）、再度の御前会
議（1941.11）と日米交渉の再開とその決裂→対米英蘭開戦決定
＝「武力南進」（東南アジア占領、1941.12～） 

• 日中戦争と世界戦争の結合 17
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6-15 アジア・太平洋戦争（1941-45） 
ハワイ攻撃と南方作戦（いずれも奇襲攻撃） 
広大な東南アジア・太平洋地域を軍事占領 

アンダマン諸島（英領インドの一部）、ビルマ
（ミャンマー）、マレーシア（英領マレー）、シ
ンガポール（英領）、タイ（日本の同盟国）、イ
ンドシナ（仏領）、香港(英領)、フィリピン（米
領）、インドネシア（蘭領インド）、ティモール
（ポルトガル領）、ニユーギニア（蘭領、英領）、
ビスマルク諸島（英領）、グアム（米領）、
ウェーク（米領） 

スマトラ、ボルネオの油田地帯の確保と海上輸送
ルートの維持が主目的 

イギリス・オランダ・アメリカの支配権力を排除
して、その植民地・保護領を奪取 17
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6-15 アジア・太平洋戦争（1941-45） 
日本側の戦後計画（大東亜共栄圏構想） 

イギリス領マラヤ、シンガポール、香港、オラン
ダ領インド（インドネシア）、ニューギニア、西
南太平洋の島々は日本領土に編入（戦争末期に
なってインドネシアの一部に「自治」） 

ビルマとフィリピンは日本の保護のもとに「独
立」（自治政権を樹立） 

インドシナはフランス（ビシー政権）の宗主権を
認めるが、日本の保護下におく 

ビルマ、フィリピン、満洲国、汪兆銘政権（中華
民国）、タイは日本の衛星国（事実上の保護国） 

英米蘭を排除して、東アジア・東南アジアに日本
の勢力圏（植民地、占領地＝衛星国）を樹立 

近代帝国主義体制の継承と否定、ワシントン体制
の否定 
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 アジア・太平洋戦争 
ミッドウェー海戦（1942年6月）で海上優位を
失う 

ガダルカナルの攻防戦（1942年8月-43年2月）
が転機（攻勢から防御へ） 

ソロモンとニューギニアの消耗戦（～1943年9
月） 

→この段階で日本側に勝利の可能性はなくなる 

→３つの戦略： 

  徹底抗戦論 

  海上決戦で敵に打撃を与えてのち和平（＝
決戦和平論） 

  即時和平論（＝無条件降伏論） 
18
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 アジア・太平洋戦争 
マリアナ陥落（1944年7月）、インパール作
戦失敗（同） 

レイテ決戦（1944年10-12月）：海上決戦の敗
北→本土決戦へ 

沖縄戦（1945年4-6月）：本土決戦の前哨戦 

→本土決戦か否か 

 本土決戦回避論（「ソ連を通じての和平」論
と無条件降伏論） 

本土空襲（長距離爆撃から長距離爆撃＋艦載
機攻撃）と原爆投下 

ソ連参戦（本土決戦シナリオの崩壊） 
18
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6-16 ポツダム宣言受諾 
• マリアナ失陥前後から和平派（近衛グループ、
海軍の一部）の水面下での運動はじまる：和
平派はかたちをかえた対英米協調論 

• 東条内閣の退陣（1944.7）、小磯内閣へ 

• 即時降伏論（近衛グループ）、海上決戦後和
平論（海軍の一部）、本土決戦論（陸軍） 

• レイテ戦の敗北により海上決戦後和平論は根
拠を失う 

• 沖縄戦後は本土決戦回避論と本土決戦論、両
者の一致による対ソ交渉（中立条約延長とソ
連を仲介とする和平）とその失敗 

• 昭和天皇の即時降伏論への転向→「聖断」シ
ナリオによるポツダム宣言受諾 
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第７章 現代世界と
東アジアの20世紀史 
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7-1 東アジア史の現代 
• 現代世界は近代世界を継承（世界構造は単一世
界） 

• 現代世界は地球を何重にも蔽いつくしている。 

• 近代世界と現代世界ではその内部的な国際秩序が
異なる 

近代世界＝近代帝国主義体制 

現代世界≠近代帝国主義体制 

• 第二次世界大戦後に保護国・植民地は独立し（東
アジア・東南アジアでは１９４０年代後半から５
０年代前半）、国連加盟国となる→保護国・植民
地、不平等条約国の消滅＝近代帝国主義体制の解
体 

• 近代帝国主義体制の解体以後を「現代」 
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7-2現代世界の内部的国際秩序 
• 近代帝国主義体制解体後の現代世界の内部秩序
は何か？ 

• 基底としての国際連合体制＝近代的国際原理の
普遍化（グルーバル化） 

• １９９１年までは、その上に自由主義国家陣営
（アメリカとその同盟国）と社会主義国家陣営
（ソ連とその衛星国）の対立（冷戦体制） 

• 南北問題（豊かな先進国群（旧宗主国）と貧し
い後進国群（旧保護国・植民地）との格差） 

• ２０世紀の終わりから２１世紀にかけて東アジ
ア（日本、韓国、台湾、中国）、東南アジア諸
国の一部（シンガポール、マレーシア）の急速
な経済成長 

• 21世紀：中国の世界大国化 
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7-3東アジア史の20世紀―近
代と現代の交錯 
• 東アジア史の２０世紀 

• その前半：近代帝国主義体制の修正と解体
の時代（近代の最後） 

• その解体をもたらしたもの 

帝国主義に対抗する民族解放運動 

帝国主義国間の競争と世界戦争（日本の
覇権追求とその挫折） 

• その後半：冷戦の時代（東西対立から三極
（米、ソ、中）対立へ）（現代の最初） 

• 近代と現代の交錯 19
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